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トラック物流問題解決に向けた
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① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法ご質問への回答
⑤ 物流関係者からの事例紹介

実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務の更なる効率化へ
「ASKUL LOGIST株式会社」様、「株式会社Hacobu」様

⑥ 参考資料



事前アンケート結果①（全参加者）
回答者種別

2その他:トラック新法について、荷種類別の適正運賃等
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その他:コンサルティング、金融機関、荷主の組合、量販店専用配送センター

説明会、興味のあるテーマ
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安全に製品を届けてくれるか

納期を守って届けてくれるか

安く運んでくれるか

長く付き合える相手か

経営状況が安定しているか

労働者の雇用が安定しているか

行政処分を受けていないか

代表者が信用できるか

担当者が信用できるか

その他

事前アンケート結果②（全参加者）
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物流ﾊﾟｰﾄﾅｰ選定の重要項目
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その他：トラックが常時清潔か

内訳（荷主） 内訳（物流事業者）
その他：イレギュラーが多いため、通常便以外にもスポットを受けてくれるかどうか、輸送条件にマッチした車種を所有しているか。
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事前アンケート結果③（全参加者）
事業継続・物流の維持に関してご不安はありますか

4

不安の具体的内容
その他着荷主発荷主トラック関連事業者元請トラック事業者トラック事業者

・トラックドライバーの不足、
高年齢化（企業組合）

・トラック業界から付帯作
業についての要請（今ま
ではしてきていたが・・・情
勢の変化）
・ドライバーのみならずあら
ゆる職種での人手不足、
取引先の廃業
・運送会社の撤退・縮小
による輸送力の減少から
地方企業の存続。

・上がり続けるコストアップ。
・地域の物量の格差（人
口減）が広がりつつある
・現在の各スーパーのリー
ドタイムは短すぎる。そもそ
も毎日店舗への配送が必
要なのか？土日も普通に
夜遅くまでスーパーが開い
ている必要があるのか？
・物流コストが上がってお
り、、これに対して現状受
注量が減っており、負のス
パイラルになってきている。

・近い将来荷物が動かな
くなる懸念
（航空運送事業者）
・倉庫事業主側の労働
力不足よりも運送事業主
側の労働力不足が際
立っていること。パレット輸
送が進まない状況。荷降
ろし時の積み替え発生、
資材回収のモーダルシフト
化こそ推奨したい
（倉庫業者）
・人員の確保
（港湾運送事業者）

・ドライバー高齢化による
減少が新規採用によって
補填できない。若年層に
選ばれない職種から脱却
できていない。
・運送コスト上昇を運賃に
転嫁できない。
・法的順守の観点と道路
事情の不確定要素がマッ
チしない。
・物流効率化の推進
（荷主の理解）が数進
まない

・ドライバー確保
・利益追求と労働条件や
労働時間の整合性が取
れない
・自社および協力会社頼
みの業界として、その選択
肢が減る中で運賃が上
がらなければ、利益の出
ない荷主とのやり取りを
続けなければいけない。
特に、見通しの立たない
「燃料、車輌、保険、今
後の高速利用料金」等。



事前アンケート結果④（荷主）
自社の商品（製品）がどのような過程で運ばれているかご存じですか

5

「知らない」の理由
その他：３ＰＬ⇒「実運送体制管理簿」作成し把握予定。自社物流⇒「実運送体制管理簿」閲覧権限により把握予定。



事前アンケート結果⑤（荷主）
改正トラック法により、令和7年4月1日より、荷主にも契約書面化が義務化されていることをご存じですか。

6その他：まず附帯業務をなくす動きをしているため

「知っていた（未実施で実施時期未定）」、「知らなかった（実施する予定なし）」と回答されたの理由



事前アンケート結果⑥（荷主）
現在、売上高に対する物流費の割合はどの程度ですか

7

売上高に占める物流費の割合は以前(20240401時点、又はそれ以前)よりも増加していますか。
その他：9％…2名、10％…2名、事業毎に異なる、



事前アンケート結果⑦（荷主）
物流費の割合が増加した方は増加分は売価に転嫁できていますか。

8

転嫁未実施、時期未定の理由
その他：一部しか転嫁できていない。状況によりまちまち。転嫁できる分もあるが難しい部分も多々あり、営業利益段階で大きな影響を及ぼしている。

その他：未定



事前アンケート結果⑧（全参加者）

その他：契約によるものと思います。荷物の積込時に荷台上での検品作業。 業界の商慣行として車上降ろしはなくドライバーさんも着荷主側作業の間待機しても労務
時間短縮とならないため自主荷役されている側面もあると考えられる。 等

9

荷物を積んだトラックを現地に到着させるまで（荷台からの卸しは着荷主側で行う。）

荷物を積んだトラックを貨物を地上に下すまで（フォークリフト使用）

荷物を積んだトラックを貨物を地上に下すまで（手卸し）

荷物を積んだトラックを貨物を地上に下し、着荷主指定の場所（倉庫内）に定着させるまで

基本的になんでも指示した作業はしてもらえると思っている。

その他

内訳（荷主） 内訳（物流事業者）

その他：配送先によって異なる（倉庫間移動、スルー基地への輸送、建材問屋への配送、
施工現場への配送等

14

15

9

2

2

3

荷物を積んだトラックを現地に到着させるまで

（荷台からの卸しは着荷主側で行う。）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（フォークリフト使用）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（手卸し）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に卸し、着荷主指定の場所（倉庫内）…

基本的になんでも指示した作業はしてもらえる

（させられる）。

その他

25

11

9

5

2

2

荷物を積んだトラックを現地に到着させるまで

（荷台からの卸しは着荷主側で行う。）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（フォークリフト使用）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に下すまで（手卸し）

荷物を積んだトラックを現地に到着させ、貨物

を地上に卸し、着荷主指定の場所（倉庫内）…

基本的になんでも指示した作業はしてもらえる
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その他

トラックドライバーの「運送」に係る仕事の範囲はどこまでだと考えますか。

その他：荷物の積込時に荷台上での検品作業、各契約、料金表で指定された通り



事前アンケート結果⑨（全参加者）

作業をトラックドライバーにお願いしている理由は何ですか。

どのような作業を依頼されていますか。

その他：製品外観や数量確認の一環として。着荷主に要求されるので。古くからの慣習が続いている。 等
10



事前アンケート結果⑩（全参加者）

（トラック事業者）
〇明確に作業料金がいただけるのであればいいのですが、慣例で継続している点もあるので見直したいです。
（発荷主）
○詳細検品ではなく、数量など最低限内容のみ必要。
〇積込時はドライバーに荷台上で検品を行っていただいている（付帯作業料を支払い）荷降時はメーカーと配送先との

契約は車上渡し契約となっているため付帯作業の発生は無し
〇基本的には運ぶだけと認識しているが、着荷側の都合でリフト操作出来ない場合があるから
〇本業は基本自主荷役はなし。自主荷役には料金を支払う。物流子会社が一部受託する他業界領域だが、食品・飲

料・雑貨業界ではフォーク荷役はDC側に常駐の荷役員がいないため行われていると認識している。待機時間削減には
自主荷役は効果がある面もある。倉庫荷役員待ちだけで待機時間が伸びる。

〇ラベル貼りや検収などは製品仕分けに属する部分に近いため、運送会社に料金を支払って依頼してます。
〇梱包は輸送品質により破損に繋がるため、責任範疇を明確にしたく運送会社も了承のもと梱包してくれてます。上記協

議の上、断られた場合は荷主で行います。
〇全ての得意先で付帯作業を要求されているわけではないが、特定の得意先は作業を強要してくる先もあり、酷い先では

作業を免除してほしい場合は金銭を要求してくる業者もある。
〇対象の得意先納品に関しては、車建運賃を高く契約しているため
（着荷主）
〇そもそもですが着荷主としては、発荷主と運送事業者の契約内容を把握できておりません。べた積みやパレット積みなど、

着荷主が指定することもできません。効率化、ドライバー滞留時間を抑制するために依頼をしても、「積載率が下がる」と
いう理由によりべた積みで納品される事例があります。このように、発荷主や運送事業者の都合の良い形で納品される
場合もあります。べた積みのように非効率に積まれてきた商品の積み替えは、着荷主としては改善いただきたい点である
と考えております。

作業をトラックドライバーにお願いしている具体的な事情はありますか

11



トラック事業者の皆様にお聞きします。
現在収受できている運賃の水準は会社全体の平均で、標準的運賃の何割くらいですか。

事前アンケート結果⑪（トラック事業者）

12



その他：人件費以外での原価では赤字から脱却。人件費転嫁ができない

13

事前アンケート結果⑫（トラック事業者）
トラック事業者の皆様にお聞きします。現在収受している運賃で運送コストは賄えていますか。

トラック事業者の皆様にお聞きします。現在一運行あたりの積載効率はどの程度ですか



事前アンケート結果⑬（トラック事業者）
トラック事業者の皆様にお聞きします。運送の依頼をお断りしたことはありますか。

14
その他：ドライバー不足。人員がぎりぎりでスポット輸送に対応できない。祝日稼働があり、労務的に対応が難しくなった。

トラック事業者の皆様にお聞きします。運送の依頼をお断りした理由はなんですか。
その他：物理的（車両の手配できない）等の理由



トラック事業者以外の物流事業者の皆様にお聞きします。
現在収受できている運賃・料金の水準は、会社全体の平均で、適正と思われる額の何割くらいですか。

事前アンケート結果⑭（トラック事業者以外の物流事業者）

15



① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法ご質問への回答
⑤ 物流関係者からの事例紹介

実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務の更なる効率化へ
「ASKUL LOGIST株式会社」様、「株式会社Hacobu」様

⑥ 参考資料



法規制等について
トラック運送事業者の皆さんから
・最低運賃設定が行われたとして、二次受け迄の利用かどうかは不明な中、荷主が運賃（費
用）を変動制で受けてもらえるのか。

・最低運賃について、マッチングの団体とはどのような交渉を行政側は行っているのか。
元請トラック運送事業者の皆さんから
・適正原価の荷主への周知徹底 適正原価設定に伴う各事業者の利ザヤ開示の懸念。
・多段の階層庸車の仕組みと現状とのアンマッチ（利用運送手数料を荷主が受け入れない）。
利用運送事業者の皆さんから
・元請の定義と下請のカウントのしかたについて詳しく教えて欲しい、100％子会社の取り扱い等。
・下請法改正による利用運送の今後の影響度、社内で取り組むべき課題、真荷主がおこなうべき
対応：3条書面や運行管理等
・表面上の記帳処理しか出来ていない話をよく聞く。厳格化とともに行政のサポートも必要！！
発荷主の皆さんから
・待機時間と、取り扱い重量の計算方法、具体的な事例にてその判別方法を紹介してほしい。
・物流二法の交付書面と、取適法（下請法）による書面の項目、交付方法の違い、好事例。
・新しい法律に関して優しく教えてほしい。様々な法律でこんがらがっている。
着荷主の皆さんから
・「特定荷主自身が管理する施設」に明確な基準があるのか教えて頂きたいです。

事前にいただいた問題意識等

17



トラックの安全運行のためのルール(改善基準告示)
利用運送事業者の皆さんから
・運送に関する規制、法令が変化する中で、やはり永遠のテーマとして安全に荷物を運ぶことが求
められると思っていますが、日々、大小の事故が継続して発生している状況、抜本的な対策、等
あればぜひご教示いただきたいと思っています。
・最賃、改善基準等を遵守しない業者が安価で請け負うため運賃が上がらない。
トラック・物流Ｇメンについて
利用運送事業者の皆さんから
・荷主側のコンプライアンスに関する感度が低い方(特に窓口担当)との交渉では進むはずもない現
状です。こういった場合のGメンへの相談・通報を含め荷主側の意識を見直していただく手段に
ついて説明頂けるとありがたい
トラック関連事業者の皆さんから
・トラックGメンで解決した事例等
発荷主の皆さんから
・トラックGメンの着荷主への訪問結果が知りたい
その他の皆さんから
・問題となる商慣行をいかに指摘、改善に結び付けていけるかご案内をお願いします 。

事前にいただいた問題意識等

18



事前にいただいた問題意識等
物流効率化（モーダルシフト）について
元請トラック運送事業者の皆さんから
・連結トラック導入＋維持コストの削減と通行経路許可時間の短縮、３１ftコンテナの導入加速
物流効率化（物流ＤＸ）について
元請トラック運送事業者の皆さんから
・物流データデジタル化・DX化風土醸成(荷主の物流データデジタル化が進んでいない)
・物流DXの具体的な事例。管理簿の自動作成システムをもっと知りたい。
利用運送事業者の皆さんから
・運行管理上の点呼や帳票類管理をもっと省人化・効率化出来るシステムの構築。
トラック関連事業者の皆さんから
・倉庫の一部でバース予約システムを開始しているが、書類を持たずに来たり、待った方がましとい
う考え方で予約率が上がらない。（倉庫業）

・顧客業界は出庫/入庫依頼がまだFAX。アナログなミス（書き間違い、多頻度の再FAX）対
応など手作業が多くかなり時代遅れ。荷主側でこの状況に気づき改善して欲しい。（倉庫業）

・IT投資資金が潤沢でない荷主、運送会社がIT化できる国からの提案はあるか。（港湾運送）
発荷主の皆さんから
・手作業が多くデジタル化を進めたいが、どの作業がデジタル化ができるか判断できていない。
・ICTを活用したルート最適化による業務効率化。

19



事前にいただいた問題意識等
物流効率化（標準化〔データ、パレット化等〕）について
元請トラック事業者の皆さんから
・パレタイズ化が必須（性別・年齢問わず行える業務へ）
・パレットや積載治具の共通インフラ化（荷主・メーカー・物流事業者が出資する）
・海コンなども国内レールへ載せられるよう、規格を調整していく（12ft、20ft、31ft、40ft）
利用運送事業者の皆さんから
・メーカー(荷主)へのパレット化について協力を促すにはどうすれば良いのか？
発荷主の皆さんから
・パレット輸送の進んでいる業界のコスト負担の構造が知りたい
着荷主の皆さんから
・粗悪なワンウェイパレットが業界の中で増加中。差し替えの中にも混ざることが最近多くなってい
る。パレットを購入しても循環の中で粗悪品が返却される状況では会社としても負担が大きくなり
すぎる。パレット荷受けの有用性は理解できるが、循環できる前提が無いと破綻すると思います。

・パレット管理にかかる労力と負担が大きすぎる。簡単にレンタルパレットを利用できる制度。
周知ついて
トラック事業者の皆さんから
・粛々と行われてきた現在の活動を継続。マスコミの利用（TV番組、SNS含め）。

20



事前にいただいた問題意識等

運賃・料金、輸送コスト
元請トラック事業者の皆さんから
・長時間労働が前提の乗務員人件費を前提とした、運賃価格交渉であるため、他産業並みの
人件費での運賃交渉を受け入れる環境つくりが必要。

・適正料金収受を進めて物流事業に携わる現業への適正賃金化(他業種と比較し)魅力ある物
流業界へ躍進させたい。

利用運送事業者の皆さんから
・標準的な運賃を商売との兼ね合いで、どう参考にしていけばいいのかが理解できない状況。
トラック関連事業者の皆さんから
・標準的運賃の顧客への浸透。
発荷主の皆さんから
・適正運賃収受について、荷主側の取組みを知りたい
・発注者と運送会社・荷主の三者間で、透明性のある価格交渉ルールを構築
着荷主の皆さんから
・運賃高騰による物価高騰の措置。運送会社の人手不足による事業縮小。
・収益構造を開示とまではいかないにしても、トラックの原価を知ることは、お互いどこが適正なの
かを知るための教材にはできると思われます。
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事前にいただいた問題意識等
商慣行の見直し
トラック運送事業者の皆さんから
・待機時間の解消、事例とその効果
元請トラック運送事業者の皆さんから
・法令を守らない事業者を退場させる仕組みがしっかり機能すること
・物流コスト適正化と労働時間の上限について、荷主側の理解が低く時間の改善が進んでいない。
利用運送事業者の皆さんから
・利用運送事業者について、実運送をしない物流子会社の位置づけが今後どの様になるのか？
・入構時間を指定することにより、入構時間までのコンビニ等での待機時間が無くなり拘束時間が長
くなるケースが多々ある（不必要な休憩時間が発生）
トラック関連事業者の皆さんから
・最低限発生してしまう荷待ち時間と乗務員さん待機時間を、いかに有効活用するかが大事だと
思います。（単なる待ちぼうけ就業時間を無くすことの必要性）（倉庫業）

・荷主のリードタイム再考。運送効率再考(トラック業者間の仕事の回し方の構築。)(港湾運送)
発荷主の皆さんから
・着荷主が車両滞留対策のために全面的に「午前荷受け」→「午後荷受け」に変更しても、エリア
全体が「午後荷受け」にならないと運送会社の運行計画の助けにならないかもしれない。
着荷主の皆さんから
物流業界の中からの改革ではなく、外からの改革が必要と感じています。 22



関係者との対話、周知継続による社内意識変容の例

• 当社は管理部門として、現場の活動以外にも運送事業者などと直接面談
、ヒアリングを順次行っていますが、やはり「これまでの関係があり、関係性を
壊しそうで本来希望する値上げは荷主に言いづらい」との話が大勢を占めて
います。拠点によっては、運送会社面談から「実は・・・」「できれば・・・」との
本音が聞き取れ、その場合は主観的な市場価格（運賃）と比較するなど
、管理部門として値上げの指示を行っています。結果、運送事業者から感
謝の言葉をもらえております。

• 企業によっては、やるべきこと、必要なことではあるものの、社内的には難しい
立ち位置であることも想像します。当社の社内意識は、周知等々を行うこと
で随分と変わり、経営層の理解も進んできました。

• 進まない荷主企業に関しては、一定レベル以上の管理職、経営層を対象
に、説明会などを直接的に招待することも必要だと思います。

• そうすることで、見えてくる理想と現実もある、そこからの打開策、場合によ
っては軌道修正をするなど、スピード感も変わってくるのではと思います。
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前回参加者からの情報提供成功事例
元請トラック運送事業者の皆さんから
・一つの建屋に2社の荷主を入って頂いていた所、片方の荷主の物量増加により倉庫が逼迫した
ことで繁忙期には増員・応援を行っていたが長時間労働、安全面の課題がある状況を数年続ける
中で、もう片方の荷主と契約解消を決断し残る1社で全棟使用とした。
結果として売上は落ちたが余裕を持って倉庫使用出来る事で、煩雑な入出庫、在庫逼迫による
作業ミスが解消され、労働時間の減少、作業人数の削減、危険作業の撲滅、を行うことが出来た。
結果として2社入っていた時よりも生産性、利益が向上した。

貨物利用運送事業者の皆さんから
・毎年荷主から値上げをしていただいております。

荷主事業者の皆さんから
・成功例と言えるかわかりませんがきめ細かな交渉より全体で何％値上げ検討していると値上げ
には前向きな姿勢を示しあとは上げられるエリアであったり上げにくい内容を精査する。
（発・着荷主）
・2024年問題において２割の値上げアップは文句なしで受け取りましたが、そのあともわからない値
上げがある場合が多々あります。一度交渉して渋ったりしたほうがいいのでしょうか。
・24年問題によりストックポイントの使用が社内で認められ易くなり、残荷などが多少減った。
（発・着荷主）
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① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法ご質問への回答
⑤ 物流関係者からの事例紹介

実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務の更なる効率化へ
「ASKUL LOGIST株式会社」様、「株式会社Hacobu」様

⑥ 参考資料



参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年６月25日～7月25日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R7.7.17

持続可能な物流体系の構築にむけて

～「多様な輸送モードの更なる活用に向けた実証等事業」の二次公募開
始～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000919.html

公正取引委員会R7.7.16
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関す
る法律第四条の明示に関する規則」案等に対する意見募集について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250716_toriteki.html

国土交通省R7.7.16
荷役作業の効率化のための「標準仕様パレット」の利用促進支援事業費
補助金の３次公募について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000918.html

国土交通省R7.7.11
「標準的運賃」に係る実態調査結果の公表
～「標準的運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000337.html

※順不同 26
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参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年６月25日～7月25日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R7.7.4

輸送効率化を通じた更なる省エネ化に必要なシステムや車両に対する導
入補助を開始します！
～令和７年度「トラック輸送省エネ化推進事業」の公募を開始します～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000336.html

国土交通省R7.7.4
事業用自動車事故調査委員会が10 年総括を公表
～新しい取組みを実施していきます～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000716.html

国土交通省R7.6.30
LINE を活用したアプリで全国の道路管理者（国、都道府県、政令市）が
被災状況を報告・共有するシステムの試行運用を開始します
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001961.html

国土交通省R7.6.27

事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始

～バス、タクシー、トラック運送事業者等の交通事故防止のための先進
的な取組等を支援～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000713.html

中小企業庁R7.6.27

中小企業省力化投資補助事業（一般型）の第3回公募要領を公開しまし
た
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2025/250627shoryokuka_
kobo.html

※順不同 27
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参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年６月25日～7月24日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R7.6.25
日本郵便輸送株式会社に対する報告の徴収について
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000710.html

国土交通省R7.6.25日本郵便株式会社に対する輸送の安全確保命令について
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000709.html

国土交通省R7.6.25
日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法の許可取消しに伴う
第二種貨物利用運送事業に係る事業の一部停止命令について
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000331.html

中小企業庁R7.6.25

「令和7年度下請事業者との取引に関する調査」を実施しています
～専用サイトにアクセスして回答をお願いします～
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250625shitauke_se
arch.html

公正取引委員会R7.6.25(令和7年6月25日)独占禁止法に関する相談事例集(令和6年度)について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jun/250625.html

※順不同 28
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多様な輸送モードのさらなる活用に向けた実証等事業
～「多様な輸送モードのさらなる活用に向けた実証等事業」の募集開始～

現在の物流における課題として、トラックドライバーの輸送力不足や二酸化炭素の排出などが挙げられますが、航
空機・船舶（内航海運）を活用した輸送により課題解決に資すると期待されています。また、災害時の輸送網確保
の観点からも、陸上輸送以外の手段を活用していくことは非常に重要であると考えられています。
航空機の空きスペース等の活用や内航海運の新規需要創出を推進し、環境負荷の低減、トラックドライバーの輸送
力不足および災害時の安定的な物流網の確保を通じた、持続可能な物流体系の構築を図ることを目的とした事業の
公募を開始します。

【事業概要】
（１）補助対象事業者

航空運送事業者、海上運送事業者、貨物利用運送事業者その他の航空運送や海上運送に関係する民間事業者
（２）補助対象経費（補助率）

１. 航空貨物輸送の更なる活用に向けた実証等事業の場合
[１] 定期便の空きスペースを活用した新たな航空輸送サービスの実現に向けた実証運航・需要調査に要する費用
[２] モーダルシフトに資する空港への検査機器（計量器等）等の導入に要する費用

（補助率：[１]定額、[２]１/２）
２. 海上輸送の新規航路開設に向けた実証事業の場合

・ 内航海運の新規需要創出（新規航路（寄港地の変更や追加を含む）、混載輸送、空荷防止等）に関する実証運
航に要する費用（補助率：１/２）

【公募の詳細・申請様式等について】
公募の詳細や申請様式等については、国土交通省公式HPに公募要領等を掲載いたしますのでご確認ください。
国土交通省公式HP：

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000272.html

【スケジュール】
公募期間：令和７年7月17日（木）～8月18日（金）１７時まで（必着）
事業期間：交付決定の日～令和８年２月27日（金）（予定）

【お問合せ先】
国土交通省物流・自動車局 物流政策課 髙田、松山、小安
TEL：03-5253-8111 （内線41-833、41-841）

直通 03-5253-8801 29



パブリックコメントHP

意見提出期限：令和7年8月15日（金）２３：５９分
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補助限度額※２ ※３ ※４補助率※２補助対象車両補助対象装置
100,000 円※５ （67,000 円）

１／２
（１／３）

・車両総重量 3.5 トン超のトラック ・バス衝突被害軽減ブレーキ （歩行者検知機能付き）
100,000 円 （67,000 円）・トラック ・バス ・タクシー車間距離制御装置 ＋車線維持支援制御装置
100,000 円 （67,000 円）・トラック ・バス ・タクシードライバー異常時対応 システム
100,000 円 （67,000 円）・トラック ・バス ・タクシー先進ライト
50,000 円 （33,000 円）・車両総重量 3.5 トン超 8 トン以下 のトラック ・バス側方衝突警報装置
50,000 円 （33,000 円）・車両総重量 3.5 トン超のトラック ・バス後側方接近車両注意喚起 装置

100,000 円 （67,000 円）・バス統合制御型可変式 速度超過抑制装置
100,000 円 （67,000 円）・トラック ・バス ・タクシーアルコール・インターロック

（後付け 以外） 50,000 円 （33,000 円）・トラック ・バス ・タクシー事故自動通報システム （後付け ） 30,000 円 （20,000 円）

50,000 円 （33,000 円）・車両総重量 8 トン以上のトラック
・乗車定員 30 人以上のバス車輪脱落予兆検知装置

30,000 円 （20,000 円）・トラック ・バス ・タクシー道路標識注意喚起装置

令和7年度 先進安全自動車（ASV）の導入に対する支援
国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車（ＡＳＶ）の導
入等の取組を支援するため、要件を満たした事業者に対して補助金を交付する事故防止対策支援推進事
業を実施しており、令和7年６月３０日より補助金の申請受付を開始しております。

※２ （ ）内は貸切バス事業者のうち中小企業者以外の場合。
※３ 事故自動通報システムの後付けのものについてはサブスクリプションによる導入も可とし、その場合 の補助対象経費は「契約期間分の料金（初回契約分として一括払いした額に限る）」とし、補助上限 額は

１ヶ月分の料金×12 ヶ月×1/2（中小企業以外の場合は×1/3）とする。
※４ １車両あたり複数の装置を装着する場合にあっては、１車両あたり上限 トラック：200,000 円、 バス：300,000 円、タクシー150,000 円とする。
※５ トラクタに備えるものであって、当該トラクタとともにトレーラを導入する場合の補助限度額は 150,000 円とする

【補助対象事業者（詳細はＨＰ参照）】
①自動車運送事業者（以下に該当する中小企業者）
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、
一般乗用旅客自動車運送事業者、特定旅客自動車運送事業者、
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者
ただし、一般貸切旅客自動車運送事業者に限り中小企業者以外も対象となります。

②リース事業者
①の自動車運送事業者へ事業用自動車等を貸渡す者

令和７年度事故防止対策支援推進事業において実施する補助事業

【補助事業の概要】
先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援※１
※１ 令和７年４月１日以降に導入したものが補助対象となります。

①受付期間：令和７年６月３０日～令和８年１月３０日

②補助対象装置等 (以下の一覧のとおり) （公財）日本自動車輸送技術協会
申請ポータルサイト

https://ataj-asv.jp/
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中将企業省力化投資補助金（一般型）応募申請スケジュール

41



① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法ご質問への回答
⑤ 物流関係者からの事例紹介

実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務の更なる効率化へ
「ASKUL LOGIST株式会社」様、「株式会社Hacobu」様

⑥ 参考資料



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．貨物重量の算定方法について

43



Ｑ．運送を行わせた「貨物の合計の重量」とは？
Ａ．運送フロー（貨物の発地から最終到着地まで）全体の重量になります。
（例）自社拠点間の運送においてｍトンの貨物を

「自社工場 → 自社物流センター → 卸会社倉庫」というフローで運送する場合。

上記の場合、ｍトンの貨物を２回運送させているため、フロー全体における
「取扱貨物の重量」は２ｍトンとなる。

自社工場
(荷積み)

自社物流センター
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

★
★

★

改正物流法 質疑応答

※トラックの輸送実績算定方法に合わせたもの。よって、自社工場や自社施設等の施設が同一拠点内になる場合、同一拠点
内の施設間の運送は計測対象に含めない。 44



物効法とトラック・物流Ｇメン

Ｑ．このフローの場合、２ｍトンは、自社が貨物自動車運送業者
と運送契約を締結している場合は、第一種荷主の２ｍトンに
カウントされるということ？

Ａ．この「自社」がどの場合に該当するかにもよります。
自社＝第一種荷主という場合で、
運送を一貫して契約している、
又はそれぞれ別の貨物自動車運送事業者と契約しているが、
どちらも自社が契約しているという前提であれば、いただいたとお
りです。

45



改正物流法 質疑応答

第一種荷主は、トラック事業者と契約を結ぶ者とされています。
（荷物の運送を委託する発荷主、荷物の引き取り運送を委託する着荷主が該当する。）

第二種荷主は、以下に該当する者とされています。
・トラックドライバーから貨物を受け取る(倉庫事業者などに受け取らせる)者。
・トラックドライバーに貨物を引き渡す(倉庫事業者などに引き渡させる)者。
（荷物を受け取る着荷主、引き取り運送で荷物を引き渡す発荷主が該当する。）

荷主の区分の考え方

自社トラック以外のトラック
を貨物の運送・受取りに
利用していますか？

いいえ

新物効法上の荷主には該当しない
※物流に関わる事業者には物流効率化法第32条の責務規定がかかります。

運送契約の締結は誰が行っていますか？
①自 社（元請けトラック事業者、物流子会社、

３ＰＬ等に委託する場合を含む。 ）
②取引先（取引先の社用トラックを利用する場合

を含む。 ）

46

はい
①第一種荷主

②第二種荷主

荷主の区分



改正物流法 質疑応答

自社工場〔一荷〕
(荷積み)

自社物流センター〔一荷〕
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫〔二荷〕
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

自社工場 ＝ 第一種荷主（一荷）

Ａ社 Ａ社

卸会社 ＝ 第二種荷主（二荷）

自社工場 ⇐（運送契約）⇒ Ａトラック会社

第一種荷主
2mトン

第二種荷主
mトン

運送契約

運送契約
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改正物流法 質疑応答

自社工場〔一荷〕
(荷積み)

自社物流センター〔一荷〕
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫〔二荷〕
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

自社工場 ＝ 第一種荷主（一荷）

Ａ社

卸会社 ＝ 第二種荷主（二荷）

自社工場 ⇐（運送契約）⇒ Ａトラック会社

第一種荷主
2mトン

第二種荷主
mトン

Ｂ社

自社工場 ⇐（運送契約）⇒ Ｂトラック会社

運送契約

運送契約

48



物効法とトラック・物流Ｇメン

Ｑ．このフローの場合、自社物流センターが受けるもｍトンは、
第一種荷主の貨物量に含まれなくてよいの？

Ａ．社内物流で同じ貨物について引渡しと受渡しの両方を自社で
行う場合、引渡し又は受取いずれかのみ、第一種荷主としての
重量に計上すればよいこととされています。
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物効法とトラック・物流Ｇメン

Ｑ．このフローの場合、自社物流センターが、寄託倉庫の場合は？

Ａ．寄託倉庫を利用していても貨物自動車運送事業者と運送契
約を結んでいる者が第一種荷主なので、その者の貨物重量に
カウントされます。
また、寄託倉庫が運送を手配し、貨物自動車運送事業者と
運送契約を結んでいたとしても、荷主が運送契約も含む物流
業務を委託している場合は、委託した者が第一種荷主であり、
その者の貨物重量にカウントされます。
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改正物流法 質疑応答

自社工場〔一荷〕
(荷積み)

倉庫会社〔関連〕
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫〔二荷〕
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

自社工場 ＝ 第一種荷主（一荷）

Ａ社

卸会社 ＝ 第二種荷主（二荷）

自社工場 ⇐（運送契約）⇒ Ａトラック会社

第一種荷主
2mトン

第二種荷主
mトン

自社工場 ⇐（寄託契約）⇒ 倉庫会社

Ａ社

倉庫会社 ＝ 貨物自動車関連事業者（関連）

運送契約

運送契約

寄託契約
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改正物流法 質疑応答

自社工場〔一荷〕
(荷積み)

卸会社倉庫〔二荷〕
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

自社工場 ＝ 第一種荷主（一荷）

Ａ社

卸会社 ＝ 第二種荷主（二荷）

自社工場 ⇐（運送契約）⇒ Ａトラック会社

第一種荷主
2mトン

第二種荷主
mトン

Ｂ社

倉庫会社 ⇐（運送契約）⇒ Ｂトラック会社

倉庫会社〔関連〕
(荷積み/荷卸し)

自社工場 ⇐（寄託契約）⇒ 倉庫会社
※運送手配も契約内容に含む

運送契約

寄託契約（運送分含む）

運送契約
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物効法とトラック・物流Ｇメン

Ｑ．このフローの場合、卸会社が、引取り物流を行う場合は？

Ａ．卸会社が引取り物流を行う場合、卸会社は貨物自動車運送
事業者と運送契約を結んでいるので、第一種荷主であり、その
者の貨物重量にカウントされます。
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改正物流法 質疑応答

自社工場〔一荷〕
(荷積み)

自社物流センター〔一荷〕
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫〔一荷〕
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

自社工場 ＝ 第一種荷主（一荷）

Ａ社

卸会社 ＝ 第一種荷主（一荷）

自社工場 ⇐（運送契約）⇒ Ａトラック会社

第一種荷主
mトン

第一種荷主
mトン

Ｂ社

卸会社⇐（運送契約）⇒ Ｂトラック会社
※引取り物流

契約 契約
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．なぜ様々な法律で荷主に義務が課されるのか
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「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」設置 (国交省・厚労省主催)
中央、47都道府県に協議会を設置。関係者(構成員：トラック運送事業者・荷主・学識経験者・行政) で検討・取組みを推進。

平成27年 5月

「働き方改革関連法」公布
トラックドライバーにも時間外労働上限規制適用(施行は5年間猶予)

平成30年 7月

「貨物自動車運送事業法」一部改正 (議員立法)公布
「荷主対策の深度化」、「標準的な運賃」等を制度化。

平成30年12月

令和2年2月～令和5年5月 コロナ過における各種行動制限

「持続可能な物流の実現に向けた検討会」
物流を持続可能なものとしていくための方策を検討するため、有識者、関係団体及び関係省庁からなる検討会を設置。

令和 4年 9月
～令和 5年 8月

「物流革新に向けた政策パッケージ」とりまとめ
「商慣行の見直し（トラックＧメン創設）」、「物流の効率化」、「荷主・消費者の行動変容」が３つ柱令和 5年 6月
「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」策定
（国交省、経産省、農水省策定）荷主、物流事業者が実施すべき事項(法規制事項)、実施が推奨される事項を整理。

「物流革新緊急パッケージ」とりまとめ → 「令和５年度補正予算」成立
「物流革新に向けた政策パッケージ」の各政策の実行を担保するため、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組む事項をまとめ

令和 5年10月
～令和5年12月

「2030年度に向けた政府の中長期計画」とりまとめ
「物流の2024年問題」の対策指針として、24年度にトラック運転手の賃金を10％引き上げることなどを目指すことを明記。

令和 6年 2月

5月15日 改正物流法公布(物効法、トラック法)令和 6年 ５月

4月1日 改正物流法一部施行(物効法(物流率化努力義務等)、トラック法(契約書面化、実運送体制管理簿等))令和 7年 4月

5月23日 改正下請法公布（施行は令和8年1月1日）令和 7年 5月

6月11日 改正トラック法公布令和 7年 6月

トラック物流問題解決に向けたこれまでの動き



物流事業者、荷主企業・消費者、経済社会が 「三方良し」 となる社会

持続可能な物流の実現に向けた検討会最終とりまとめ
「1.はじめに（2）本報告書の位置づけ」より抜粋
政策の検討に当たっては、中間取りまとめにおいて、「物流事業者が提供価値に応じた適正対価
を収受するとともに、物流事業者、荷主企業・消費者、経済社会の「三方良し」を目指す」として
おり、最終報告書においても同様の視座に立っている。

物資の流通の効率化に関する法律の施行に向けた３省合同会議取りまとめ
「1.はじめに」より抜粋

今後、新物効法に基づく政令、省令、告示等において基本方針、判断基準、特定事業者の指
定基準等が定められることとなる。同法に基づく荷主・物流事業者等に対する規制的措置を実
効性のあるものとし、物流事業者、荷主企業・消費者、経済社会が「三方良し」となる社会を
実現するためには、これらの具体的な内容に現場の実態や物流に関する専門的知見を反映し
ていく必要がある。
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物流事業者、荷主企業・消費者、経済社会が 「三方良し」 となる社会

第213回国会 衆議院 国土交通委員会 令和6年4月5日 参考人招致
参考人（敬愛大学特任教授）根本敏則氏発言
物的な労働生産性を二五％向上させることができるとしましょう。この二五％を仮置きさせてくだ
さい。そうしたらば、その果実を皆で分け合えるんじゃないでしょうか。労働時間の減、二〇％削
減、それからドライバーの所得を一〇％アップ。それから、若干の運賃値上げということですけれど
も、これは、その果実を分け合うというんですから、荷主は運賃が下がることを期待するかもし
れませんけれども、今、実は、二割も三割も高くなって当然だという意見が多いんですね、学者
の中でも。ですから、その上げ幅を一〇％に抑えることができるということで、荷主さんも御の
字というふうにしたらどうかというのが私の意見であります。
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荷主に対する法規制と主旨

トラック法（平成30年度改正）
労働環境悪化によるトラックドライバーの就労敬遠を防ぐため、荷主の違法原因行為について
是正指導（働きかけ、要請、勧告・公表）、標準的運賃による適正運賃収受）

改正物流法
トラックドライバーの担い手確保に向けた物流産業の魅力向上、担い手不
足でも物流が維持されるための物流効率化推進改正物効法

運送依頼内容の明示化による適正運賃・料金の収受
（運送契約の書面化義務）

改正トラック法
(平成6年度改正)

改正トラック法（平成7年度改正）
適正運賃収受に向けた適正原価の設定、白トラの利用禁止
適正運賃を支払わない荷主、白トラを利用した荷主は、違反原因行為に該当するものとして
トラック・物流Ｇメンの是正指導の対象になり得る。

改正下請法〔中小受託取引適正化法(取適法)〕（令和7年度改正）
「物価上昇を上回る賃上げ」、その原資確保のための「構造的な価格転嫁」を実現するため、
「協議に応じない一方的な価格決定行為」など価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押し付
ける商習慣を一掃していくことで、取引を適正化し、価格転嫁を推進 59



働き方改革関連法(2018(平成30)年6月29日成立)で必要性明記（法案提出理由）

時間外労働の上限規制設定の経緯

労働政策審議会にて必要性確認
・人口減少社会において、誰でも働ける環境を整える必要がある。
・しかし日本の現状は長時間労働者が多く、健康の確保や仕事と家庭生活の両立が困難。
・「過労死ゼロ」、女性や高齢者が働きやすい社会の実現のため、長時間労働是正が必要。

労働政策審議会労働条件分科会での議論
・運輸・郵便業は他産業に比べ週労働時間60時間以上の雇用者の割合が特に高い。
・収入を確保するために長時間労働する労働者がいるのも現状。
・しかし労働者が入ってきやすい業界の環境を労使双方でつくり上げる必要がある。
・鍵を握るのは商慣行の改善。課題の解決に向けて、業界・企業の枠を超えた協力が不可欠。
・荷主企業の協力といった全体の対策も含めた取組が改善基準告示の遵守につながる。

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため
時間外労働の限度時間の設定（略）等措置を講じる必要がある。 60

長時間労働で稼ぎたいドライバーがいても、「誰でも働ける環境」を作るため上限規制が必要



消費者と荷主とトラック事業者の関係、今は…。

「商品を安く手に入れたい」、「商品を早く届けて欲しい」

消費者 小売（荷主）

「安く売るため仕入れ価格や運賃を極力安くしよう」
「消費者に早く届けるため商品の到着時間を早めにしよう」

「運賃が上がらず、作業料金も貰えず、
賃金もあがらない」

「労働環境が過酷で体がもたない」
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一部の合理的行動が、全体の不合理な事象に(合成の誤謬)

合成の誤謬を克服するには政治的な力(=法律による規制的措置)が必要。
62

「安く売るため仕入れコスト(運賃)を極力安くしよう」
「消費者に早く届けるため商品の到着時間を早めにしよう」

(荷主にとって経済合理的な行動)

トラックドライバーのなり手不足による物流の停滞
(社会全体において不合理な事象)

マ ク ロ

合成の誤謬

「商品を安く手に入れたい」、「商品を早く届けて欲しい」
(消費者にとって経済合理的な行動)

ミ ク ロ

ミ ク ロ
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社
会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラッ
クドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を
改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入
トラック運送事業の許可について、５年ごとの更新制

を導入
２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、他の事
業者に運送を委託するときは、国土交通大臣が定める
「適正原価」を継続して下回らないことを確保

３．委託次数の制限
トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、元

請として運送を引き受ける場合、再委託の回数を二回
以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り
許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック（いわ

ゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）荷主等に対
しては是正指導も実施

１．基本方針の策定
（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適
切・効率的に実施できるよう独立行政法人に行わせる
等必要な体制を整備

（２）財源の確保等
上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 ⑴

①について更新手数料等によるほか、⑴②について広く
社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等
政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置等を

本法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推

進を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者会議

を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための
体制の整備等の推進に関する法律

担
保

（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制
（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に該当す

るものとして是正指導を実施
（※）標準的運賃については廃止
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．トラック・物流Ｇメンについて

65



トラック・物流Gメンが、Ｇメン調査員とともに荷主・元請事業者への監視・指導を強化

66

疑いのある荷主へ連絡
（荷主の本社・営業所へ連絡）

要 請

支店等への違反原因行為の
事実確認
国への報告書作成
社内調整 等

違反原因行為の事実確認
改善計画の作成、早急な取組の
実施を指示
その後のFU 等

ヒアリング実施
（関係省庁も同席）

「是正指導」

①ヒアリング（訪問・電話）
違反原因行為の疑いのある荷主情報の積極的収集

②荷主等パトロール (現場の状況確認、周知・指導)
違反原因行為をしている疑いのある荷主等の支店、荷捌き場周
辺など

③フォローアップ調査 (パトロール時に実施)
・情報提供元への事実確認・深堀り

・「働きかけ」、「要請」実施済荷主の再度の違反原因行為の
疑い等確認

「プッシュ型情報収集」

働きかけ 文書送付

商慣行見直しに向けた執行力の強化（トラック・物流Gメンの設置）

トラック・物流Ｇメン
(本省・地方運輸局・支局)

Ｇメン調査員
(各都道県トラック協会)

全国総勢360名規模
トラック・物流Ｇメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化

トラック事業者
・

倉庫事業者

トラック事業者
・

倉庫事業者

荷主
・

元請トラック事業者

荷主
・

元請トラック事業者



荷主等へのアポなし訪問・説明(荷主等パトロール)トラック事業者・ドライバーへのヒアリング
（プッシュ型情報収集）

是正指導（働きかけ、要請、勧告〔社名公表〕）、
指導後の対象のフォローアップ

荷待ち、附帯作業等の現状確認・指導
（荷主等パトロール）

違反原因行為の疑いが確認された場合は、是正指導。
更に荷主の現場で改善状況の確認も行う。

荷主等へのアポ無し訪問の際、現場にて、荷待ち、契約にない
附帯業務等の有無や程度を確認し、荷主に対して指導。

荷主等をアポなしで訪問し、オンライン説明会、トラック物流問題
解決に向けた荷主の協力の必要性などについて説明。

高速道路SA,PA。道の駅、コンビニ、自動車事故対策機構
(NASVA)などで運転者の話を聞き、情報提供を呼びかけ。
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トラック・物流Ｇメンの具体的活動



全国のトラック・物流Ｇメンが積極的に活動
荷主等パトロールの全国展開

パトロール先拠点数約4,400か所
各地方運輸局において様々な手法により実施。

(R5.7.21～R7.3.31全国の実績)

全国各地で各運輸局がパトロールを実施

パトロール
動画

（実施例）
●荷主事業者の事務所・物流拠点等を訪問し、以下を実施

・違反原因行為の防止を呼びかけ
・荷待ち状況の実態確認
・運賃交渉への誠意を持った対応を要請
・要請を受けた荷主等の改善状況を確認
・オンライン説明会への参加を呼びかけ

68

西日本を中心に、Ｇメンの広域連携（合同パトロール）も実施中
関東 近畿

九州

中部

建設会社に対するアポ無し訪問・ヒアリング
（関東・中国Gメン、東京Ｇメン調査員）

運賃・料金の不当な据置きの申告があった飲
料メーカーに対するアポ無し訪問・ヒアリング
（近畿・四国・九州・中国Gメン）

配送センターの荷積み状況確認
（中国・九州Ｇメン）

過積載の申告があった卸企業に対するアポ無
し訪問・ヒアリング（中部・近畿・九州・中国G
メン、名古屋Ｇメン調査員）



トラック・物流Ｇメンによる荷主等への是正指導の取組結果

内訳荷主数対応内容
（荷主2、元請1、その他1）４勧 告
（荷主97、元請84、その他6）187要 請
（荷主1,018、元請436、その他52）1,506働きかけ

「是正指導」を実施した荷主数

計1,697件の法的措置を実施

トラック・物流Ｇメン設置後、荷主等に対する是正指導実施件数が飛躍的に増加

(令和７年３月3１日現在)

48.0%

20.0%

16.0%

7.0%

6.0%
3.0%

長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

無理な配送依頼

過積載運行の要求

異常気象時の運行指示

荷主起因の違反原因行為の割合
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トラック・物流Ｇメンによる悪質な荷主等への是正指導



物効法とトラック・物流Ｇメン

Ｑ．取組を行っていてもトラック・物流Gメンから働き
かけ等の指導を受けたが、どのようにすればよい
でしょうか。

Ａ．トラック・物流Gメンによる是正指導は、不利益
処分に直接繋がるものではありませんが、外部か
ら見てどのような評価があるか、コミュニケーショ
ンを含めどのように対策できるか等を考える機会と
して受け止めていただき、引き続き違反原因行
為の解消に必要な対策を実施してください。

「物流効率化」理解促進ポータルサイト「よくあるご質問・言葉の定義」より 70



トラック・物流Ｇメンによる荷主等の監視

このような行為の疑いがあれば、
事実を確認し、是正を指導します。

是正指導は、最終的に、荷主等へ
の勧告・社名公表まで行います。

契約にない附帯作業長時間の荷待ち 運賃・料金等の不当な据置き

過積載運送の指示・容認異常気象時の運送依頼無理な運送依頼 71



是正指導・改善の内容 (違反原因行為別)
長時間の荷待ち

過積載運送の指示・容認

無理な運送依頼

72

改善内容

改善内容

改善内容

申告内容

申告内容

申告内容

・いつも長時間待たされる。
・リフトマン不足で荷積・荷卸待ちさ
せられる

・スタッフ不足で荷造りができていない
・バース予約システムを利用しないと
順番を後回しにされる。等

・社内(役員会)報告、対策チーム整備
・現状把握（荷待ち時間測定、ドライバー

アンケート、ヒアリング）
・受発注の調整（物流センター飽和解消）
・バース予約システム導入、リフトマン確保
・トラック事業者へのシステム活用呼びかけ
・ドライバーに対する謝意表示、意見募集

・積込時間が遅く、荷渡しが深夜、
未明になることもある。

・指定された納品日時必着だと、ス
ピード違反等無理をする必要あり

・説明しても納品日時必着変わらず
・高速代も支払われない。等

・頻繁に過積載運行を求められる。
・違反だと説明しても理解されない。
・自車トラックは積載量以内、傭車
は積めるだけ積めという方針

・軽トラックの飲料輸送は輸送ノルマ
重視で荷主が過積載を容認。等

・社内報告、関係者連絡会議設置
・現状把握（荷造りに係る作業状況、納品

日必着の理由、ニーズ）
・リードタイム緩和（D1⇒D2）
・店舗からの発注期限前倒し、輸送頻度集
約、出荷情報の事前提供(NO検品化)

・社内(役員会)報告、対策チーム整備
・現状把握（受発注、重量把握状況）
・重量情報の管理徹底（システム導入）
・導入車両の大型化（4t⇒10t）
・輸送頻度の集約化（毎日⇒週2）

要請

要請

要請



是正指導・改善の内容 (違反原因行為別)
運賃・料金等の不当な据置き

異常気象時の運送依頼

契約にない附帯作業
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改善内容

改善内容

改善内容

申告内容

申告内容

申告内容

・長年「標準的運賃」の５割以下
の水準で運送を継続
・運賃交渉を持ちかけても「無理」の
一点張りで交渉の場につこうとしない。
・メールも無視、直接会おうとしても
面会拒否、会合の場でも避けられる。

（真荷主=メーカー）
・現状把握（元請に運賃改定の要求状況

(全体)の情報提供要請）
・社内(役員会)報告、対策方針策定
（元請トラック事業者）
・真荷主に情報提供。協力会社とのコミュニ
ケーションの機会を再検討

・現場でドライバーが、ラベル貼り、
仕分け、横持ち、パレット移しなどの
作業を求められる。

・特に着荷主の卸場での要求が多い
・これらの作業には運賃とは別の料
金が発生していない。

・卸地に台風上陸でも。積地が
晴れていれば運送を求められる。
・その上「事故は起こすな」と言われる。
・運送停止の判断が遅く、キャンセル
料の支払いもないので、運行をキャ
ンセルされるとそのまま損失に。

・社内報告、関係者連絡会議設置
・現状把握（現場でドライバーが作業を行っ

ている実態について）
・付帯業務の撤廃（自社スタッフで対応）
・契約の見直し（トラック事業者に作業料を

支払う）
・契約の見直し（寄託倉庫に作業を委託）

・社内(役員会)報告、連絡会等体制整備
・現状把握（異常気象時の運行依頼）
・国交省の基準「異常気象時における措置
の目安」を社内及び取引先に共有。
・運送停止の判断をトラック事業者に委ねる
・改正トラック運送約款に基づくキャンセル料
を支払う方針を決定。

要請

要請

働きかけ



標準運送約款改正関係(令和6年3月改定)
改正により、これまで運送業務の一部とされてきた荷積み・荷卸しは運送とは異
なる「作業」に分類。
・約款上の業務区分の明確化

・契約 にない取卸し等を含め、積込料・取卸料を収受する旨を明記（第６１条）

改正
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改正前

「標準的運賃」でも「待機時間料」（荷待ち料）に続き、「積込料・取卸料」（
荷役（荷積み・荷卸し）料金）として、すれば料金を支払う必要があることを明
記。荷役以外の作業は「附帯業務」に分類され、こちらも実費を収受できることを
明記。



「附帯業務」の定義と内容

「品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分け、保管、検収及び検品、横待
ち及び縦待ち、棚入り、ラベル貼り、はい作業その他の運送業務に附帯して一定の時間、技
能、機器等を必要とする業務」 「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」より

はい作業
袋物や箱物などの「はい」を一定の方法で規則
正しく積み上げたり（はい付け）、積み降ろし
たり（はいくずし）すること。リフトを使った上記
作業も「はい作業」と呼ばれる。手作業だと長
時間がかかる場合も。

仕分け
一旦納品した貨物を、その先の店舗配送など
のため、方面別に仕分けること。
パレット納品してもこの作業により手積み作業
（パレット、カゴ車への載せ替え、直積み等）
が生じ、大きな時間のロスにつながることも。

棚入り（棚入れ）・棚出し
一旦納品した貨物を荷主が決めた分類により倉
庫内の棚に収めたり、荷積みの際、棚から出して
荷積みすること。
消費期限の近いものを一番手前に置くため、一
度全部棚から出し、納品した貨物を奥に入れる
作業を求める荷主も。

ラベル貼り
バーコードやQRコード、JANコード、商品名、価格、
成分表示など、商品に必要な情報のラベルを正確
に貼り付ける作業
貼り間違いや位置ずれが発生すると、在庫管理の
混乱や誤出荷などの深刻なトラブルにつながる可
能性が。

ピッキング・検品・検収
ピッキング：倉庫内の荷物を集める作業
検品：出荷時の最終チェックを行う作業
検収：商品に不備がないか確認する作業
出荷情報の事前送付。RFID等大量読込の技
術などを使ったり、検品自体をなくすことも可能。

パレット移し
違うサイズ又は同じサイズ同士のパレット間で荷物
を移し変える作業。多くがドライバーによる手作業。
発荷主が1.1レンタルパレットで発送しても着荷主
が自社の1.1パレットで保管・管理するなど運用の
際により、トラックドライバーがこの作業を強いられる
という報告が増えています。

⇒ 運送業務に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務
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【特殊車両割増】

【休日割増】 日曜祝祭日に運送した距離に限る ２割
【深夜・早朝割増】 午後10時から午前５時までに運送した距離 ２割

Ⅴ 待機時間料

Ⅵ積込料・取卸料、附帯業務料
【積込料・取卸料】

小型車、中型車、大型車又はトレーラーの２割冷蔵車・冷凍車
トレーラーの４割海上コンテナ輸送車
大型車又はトレーラーの２割セメントバルク車
大型車の２割ダンプ車
大型車の２割コンクリートミキサー車
大型車又はトレーラーの３割タンク車 (石油製品輸送車）
大型車又はトレーラーの４割タンク車（化成品輸送車）
大型車又はトレーラーの５割タンク車（高圧ガス輸送車）

【附帯業務料】 附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費として収受

Ⅶ 利用運送手数料 運賃の10％を当該運賃とは別に収受

Ⅷ 有料道路利用料 有料道路を利用した区間の料金を別に定めるところに
より収受

Ⅹ 燃料サーチャージ
1.算出方法

トレーラー
（20tクラス）

大型車
（10tクラス）

中型車
（4tクラス）

小型車
（2tクラス）種 別

2,2201,8901,7601,68030分を超える場合において30分
までごとに発生する金額

2,6702,2702,1102,010
Ⅳに定める積込料・取卸料の適
用時間と併せて２時間を超える場
合において30分までごとに発生す
る金額

トレーラー
(20tクラス)

大型車
(10tクラス)

中型車
(4tクラス)

小型車
(2tクラス)種 別

2,7502,3402,1802,080
フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合30分までごとに発生

する金額
2,6502,2602,1002,000手摘みの場合

3,3002,8102,6102,490
フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合

Ⅴに定める待機時間
料の適用時間と併せ
て２時間を超える場
合において30分まで
ごとに発生する金額

3,1802,7102,5202,400手摘みの場合

120.00円基準価格

5.00円改定の刻み幅

改定の刻み幅5.00円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、
翌月から改定。改定条件

軽油価格が120.00円/Lを下回った時点で、翌月から廃止廃止条件

走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価格上
昇額(円/L)距離制運賃計算式

平均走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価
格上昇額(円/L)時間制運賃

1個又は1重量あたりの運賃の算出にあたって用いた距離制運
賃又は時間制運賃の計算式に準ずる個建運賃

※標準的な運賃の設定に係る原価計算においては、燃料費を120.00円/Lとして
設定していることから、燃料サーチャージの基準価格も120.00円/L として設定してい
る。各運送事業者が燃料サーチャージを導入する際は、「トラック運送業における燃料
サーチャージ緊急ガイドライン」(平成24年5月16日最終改定)も参考にしつつ、当該
運送事業者が自社の運賃の設定に係る原価計算において基準とした燃料費を燃料
サーチャージの基準価格として設定することが望ましい。
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（単位：円）

（単位：円）

標準的運賃【待機・作業料関係】



成功事例等役立つ情報を発信Ｇメンが毎月１回午前午後に説明

参加者から寄せられた問題意識を紹介し、共有するＧメン。

関係者の問題意識を共有
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中国運輸局トラック・物流Ｇメンの活動状況③
オンライン説明会を継続開催し、トラック等物流事業者・荷主が意見交換できる「場」を提供

【第１回～第23回の累計参加者数】 延べ約7,100名 中国管内をはじめ、全国から関係者が参加

毎回事前アンケートを実施のうえ、荷主・トラック等物流事業者の認識を共有
【参加者種別】

トラック事業者、荷主が集う場として定着

【参加者の各テーマへの関心度】

改正物流法、商慣行見直しに高い関心

【物流で一番大事なポイントは？】

荷主・トラック事業者ともに「安全に運ぶ」を優先



トラック・物流Ｇメンとして重視している観点

トラック・物流Ｇメンが動いて荷主、
物流事業者の情報が共有され、
両者の理解が深まり、WinWinに
なる関係性を再構築できたら良い
と思っている。

商売上のしがらみのない我々(Gメン)が、関係者それ
ぞれの思いを届け、お互いが自ら行動変容しようと
思うまで、一生懸命説明して理解してもらうよう行動
したい。
(令和6年10月NHK「おはよう日本」インタビューにて)
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(令和5年12月テレビ朝日「報道ステーション」インタビューにて)



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．その他Ｑ＆Ａ
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物効法とトラック・物流Ｇメン

Ｑ．特定荷主が実施する定期報告の荷待ち時間
計測において、「特定荷主自身が管理する施
設」とは明確な基準があるのか教えて頂きたいで
す。

Ａ．荷主の判断基準解説書P6によれば、
「荷主が所有又は賃借する施設であって３PLを
含む物流事業者にその運営等を委託している
もの。」と説明されています。
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休 憩

に再開します。



① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法ご質問への回答
⑤ 物流関係者からの事例紹介

実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務の更なる効率化へ
「ASKUL LOGIST株式会社」様、「株式会社Hacobu」様

⑥ 参考資料





質疑応答

① 実運送体制管理簿導入にあたり一番苦労されたのは、
関係者への説明だったと思いますが、自社及び協力会
社への説明ポイントで工夫された点を教えてください。

② 実運送体制管理簿で運送体制が俯瞰できたことによ
り、２次以上の多重化が認識された場合、どう対応され
る方針ですか。

導入事業者の立場から



質疑応答

③ 今回のシステム導入にあたり、事業コスト改善、契約
機会創出など、収益・費用へのプラスの影響はありました
か。又はこれから期待される効果があれば教えてください。

④ 元請事業者として「多重化」を整理してみて、この現象
にはどのような問題があると感じていますか。

導入事業者の立場から



質疑応答

① 要請にこたえるための、システム構築にあたり、システム、
システム外のオペレーションを整理したフローの概要を教え
てください。

② 他に今回のシステム構築にあたり工夫された点、特徴
があれば教えてください。

③ 本件に関わらず、システム導入を検討される荷主・物
流事業者側で自ら行うべき対応があれば教えてください。

システムベンダーとしての立場から



質疑応答

④ 予約バースシステムについて、待った方がましという考え
方のトラック事業者がおり利用率が上がらない。利用促
進策があればご紹介いただきたい。

⑤ 物流関係システムについて、導入できるだけの余裕が
ない又は導入費用が回収できるのかわからないという理
由で躊躇する事業者の相談からの導入事例があればご
紹介いただきたい。

参加者からの質問



① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法ご質問への回答
⑤ 物流関係者からの事例紹介

実運送体制管理簿のデジタル化を推進し、輸送業務の更なる効率化へ
「ASKUL LOGIST株式会社」様、「株式会社Hacobu」様

⑥ 参考資料



改正物流法関係Ｑ＆Ａ （物流効率化法関係）



Ｑ．第一種荷主、第二種荷主とは何？
Ａ．第一種荷主は、トラック事業者と契約を結ぶ者とされています。

（荷物の運送を委託する発荷主、荷物の引き取り運送を委託する着荷主が該当する。）

第二種荷主は、以下に該当する者とされています。
・トラックドライバーから貨物を受け取る(倉庫事業者などに受け取らせる)者。
・トラックドライバーに貨物を引き渡す(倉庫事業者などに引き渡させる)者。

（荷物を受け取る着荷主、引き取り運送で荷物を引き渡す発荷主が該当する。）

荷主の区分の考え方
自社トラック以外のトラック
を貨物の運送・受取りに
利用していますか？

いいえ

新物効法上の荷主には該当しない
※物流に関わる事業者には物流効率化法第32条の責務規定がかかります。

運送契約の締結は誰が行っていますか？
①自 社（元請けトラック事業者、物流子会社、

３ＰＬ等に委託する場合を含む。 ）
②取引先（取引先の社用トラックを利用する場合

を含む。 ）
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はい
①第一種荷主

②第二種荷主

物効法(物資の流通の効率化に関する法律)による「荷主」の定義



物効法(物資の流通の効率化に関する法律)による各主体の定義
荷 主

事業者

第一種荷主
トラック事業者と運送委託契約を結ぶもの
（主に発荷主）

第二種荷主
貨物を受け取り、受け取らせるもの又は預
け、預けさせるもの（主に着荷主）

連鎖化事業者
いわゆるフランチャイ
ズチェーンの「本部」

発荷主が運送手配（契約）を行う場合
第一種荷主=発荷主 第二種荷主＝着荷主

着荷主が運送手配（契約）を行う場合
第一種荷主=着荷主 第二種荷主＝発荷主

※フランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズチェーンの「本部」が、加盟店
（連鎖対象者）と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指
示ができる場合（フランチャイズチェーンの本部が加盟店を通じて、実質的に
加盟店と運送事業者のとの貨物の受渡しについて運送事業者に指示がで
きる場合も含む。）

貨物自動車運送事業者等

一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、
貨物自動車運送事業者、特定二種貨物利用運送事業者

貨物自動車関連事業者

倉庫業者、港湾運送事業者、航空貨物運送事業者、鉄道
貨物運送事業者で、トラックドライバー（運転者）との間で、
貨物の受渡しを行う者 91



取組内容（抜粋）

各主体の努力義務対象

努力義務 左記以外
港湾運送
航空運送

鉄道

倉庫業者貨物自動車
運送事業者
等

連鎖化事業者
フランチャイズ
チェーン本部

第二種荷主
(主に着荷主)

第一種荷主
(主に発荷主)

●複数荷主の貨物の積み合わせ
●繁閑差の平準化、納品日の集約
●物流・販売・調達等関連部門の
連携

○○○○
1.積載効率の向上
１回の運送でトラックに
積載する貨物量を増
加する

●トラック予約受付システムの導入
●混雑日時を回避した日時設定○○○○

2.荷待ち時間の短縮
ドライバーが到着した時
間から荷役等の開始
時間までの待ち時間を
短縮する

●輸送用器具導入による荷役等の
効率化

●パレット標準化
●タグ導入等による検品の効率化
●事前出荷情報の活用

○○○○
3.荷役等時間の短縮
荷役（荷積み・荷卸
し）等の開始から終了
までの時間を短縮する

●責任者の選任、社内教育体制
●取組の実施状況・効果の把握
●物流データの標準化の取組
●関係事業者間での連携推進

○○○○○○4.実効性の確保

荷主・物流事業者は、トラックドライバーの荷待ち時間等の短縮や運転者一人当たりの積載効率を高めるよう努力する義務があります

物流の各主体の努力義務と主な取組内容
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Ａ．真荷主とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者（及
び貨物利用運送事業者）との間で運送契約を締結して貨物
の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者（及び
貨物利用運送事業者）以外のものをいいます。
※(  )は改正トラック法施行後の姿(令和7年6月11日公布、令和8年6月11日までに施行)

トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の定義

「真荷主」は物効法でいう「第一種荷主」とほぼ同一の概念。トラック事業者
(貨物利用運送事業者)から見た運送委託者を現したもの。

Ｑ．真荷主って何？第一種荷主、第二種荷主とは何が違うの？



書面交付の義務付けについて (R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

第一・二種
貨物利用運送
事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく書面交付（真荷主⇔トラック事業者・利用運送事業者）

② ： 第24条の規定に基づく書面交付 (トラック事業者・利用運送事業者 ⇒ トラック事業者・利用運送事業者）

②
書面交付

②
書面交付

運送
委託

②
書面交付

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

真荷主

真荷主

元 請

元 請
R7.6.11公布の改正トラック法により、
貨物利用運送事業者にも義務がかかるよう
になる。(公布後1年以内に施行)

R7.6.11公布の改正トラック法により、２次請まで
とする努力義務がかかるようになる。
(公布後1年以内に施行)。

１次請 ２次請

１次請

※赤字・赤枠が変更点
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Ａの物流子会社

メーカーＡ
(第一種荷主)

貨物自動車
運送事業者 貨物自動車

運送事業者
運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

パターン２：物流子会社が第一種荷主から貨物を購入し、自らの貨物として運送委託するケース

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく運送契約の書面交付義務 ② ： 第24条の規定に基づく運送利用の書面交付義務
（真荷主⇔トラック事業者） （トラック事業者・利用運送事業者⇒トラック事業者・利用運送事業者）

真荷主

②
書面交付
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トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の義務
(R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)

元 請

１次請

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

第一・二種
貨物利用運送
事業者

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

②
書面交付

真荷主

元 請 １次請 ２次請

①
書面交付

②
書面交付

パターン１：物流子会社が第一種荷主から運送の委託を受けるケース

物流子会社が介在する場合

又は

第一・二種
貨物利用運送
事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

②
書面交付

２次請

生業として運送の委託を受け
る場合、貨物自動車運送事
業の許可、貨物利用運送事
業の認可・登録が必要。

メーカーＡ

第一種荷主

製品
購入

Ａの物流子会社
トラック法の許可
利用運送法の
許可・登録なし

※赤字・赤枠が変更点



トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の義務

無許可／無届の者（いわゆる白トラ）への運送委託禁止

附則第一条の二の二を加え、貨物自動車運送事業者以外の者による貨物自動車運送事業の経営
の原因となるおそれのある行為(無許可経営等原因行為)を是正指導の対象に追加。

トラック・物流Ｇメンによる悪質な荷主等への是正指導
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又は

○無許可トラック事業者
○無届軽トラック事業者

荷主

※白トラ行為をした者は、最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる可能性あり。
※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行



改正物流法質疑応答
Ｑ．A社から製造受託した製品を当社工場で製造し、製造された製品はA社

とその取引先B社との間での商取引に基づいて輸送されます。このケース
においては、当社は第一種荷主にも第二種荷主にも該当しないという理
解で正しいでしょうか？

Ａ①．製造した製品について、相談者（工場）が、トラックと契約してＢ社まで運んでもらって
いる場合は第一種荷主(トラック事業者と契約する者)に該当します。

Ａ社

相談者（工場）＝第一種荷主

Ａ社は相談者に製造委託
製造

相談者がトラック事業者に運送委託(契約) Ｂ社

売買契約

Ａ社

相談者（工場）
＝第二種荷主

Ａ社は相談者に製造委託の他、
トラック事業者に運送委託（契約）

製造
Ｂ社がトラック事業者に運送(引き取
り)委託(契約)又はB社の自社トラック
で引き取り

Ｂ社

売買契約

Ａ②．製造した製品は、A社orＢ社が契約したトラック若しくはＢ社自身が所有するトラックが
引き取りに来る場合は第二種荷主(トラック事業者に貨物を受け渡す者)に該当します。
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＝第二種荷主

＝第一種荷主＝第一種荷主



Ａ③．製造した製品を相談者（工場）が、自社の配送用車両（白ナンバーのバンもしくはト
ラック）にてＢ社まで運ぶ場合はどちらにも該当しません。

98

Ａ社

相談者（工場）
=物効法の荷主に該当せず。

Ａ社は相談者に製造委託
製造

相談者が自社所有の白ナンバートラックでＢ社
まで配送。（トラック事業者への運送委託なし）

Ｂ社

売買契約

改正物流法質疑応答



改正物流法質疑応答
Ｑ．当社は100%出資の製造子会社が複数社あります。

物流２法改正にて一定規模以上の事業者は特定事業者として中長期
計画の策定、定期報告が義務付けられますが、特定事業者の指定基準
として、年間取扱貨物が9万ｔ以上とあります。こちらは製造子会社の取
扱貨物を含めて集計すればよいでしょうか？それとも個社別に取扱貨物
量を集計し、個社ごとに指定基準と照らし合わせればよいでしょうか？

また、中長期計画や定期報告は製造子会社含めて親会社が報告すれば
よいですか、それとも個社別に中長期計画や定期報告を作成する必要が
ありますか？

99

Ａ．特定事業者は会社毎に指定するため、親子関係にあっても会社が別の場合はそれぞれに
貨物量を測定のうえ、基準を超えた場合は届出が必要です。
また中長期計画、定期報告、物流統括管理者の選任についても考え方は同じです。



Ｑ．取り扱い貨物重量の算定について

100



Ｑ．特定荷主の指定基準（取り扱い貨物重量９万トン)は
どうやって計測する？

Ａ．荷主区分ごとに以下の算定を行うこととされています。
特定第一種荷主：各年度において、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送

事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量を算定

特定第二種荷主：各年度において、以下の貨物の合計の重量を算定
（ⅰ）自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
（ⅱ）自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
（ⅲ）自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
（ⅳ）自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

※当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う
日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。

連鎖化事業者：各年度において、以下の貨物の合計の重量を算定
（ⅰ）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
（ⅱ）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物

※当該連鎖化事業者の連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が
連鎖対象者との定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物を除く。 101

改正物流法質疑応答



Ｑ．運送を行わせた「貨物の合計の重量」とは？
Ａ．運送フロー（貨物の発地から最終到着地まで）全体の重量になります。
（例）自社拠点間の運送においてｍトンの貨物を

「自社工場 → 自社物流センター → 卸会社倉庫」というフローで運送する場合。

上記の場合、ｍトンの貨物を２回運送させているため、フロー全体における
「取扱貨物の重量」は２ｍトンとなる。

自社工場
(荷積み)

自社物流センター
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

★
★

★

※トラックの輸送実績算定方法に合わせたもの。よって、自社工場や自社施設等の施設が同一拠点内になる場合、同一拠点
内の施設間の運送は計測対象に含めない。 102

改正物流法質疑応答



Ｑ．取り扱い貨物重量の算定が困難な場合はどうすれば良い？

Ａ．軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの
着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種においては、重量を把握す
ることに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たっては、
例えば、下記の算定方法を用いることも可能です。

取り扱い貨物重量の算定が困難な場合の算定方法（例）
・ 商品マスタ等において重量のデータを集計することが可能な場合にあっては、
当該システムに登録されている重量を元に換算する

・ 容積を把握している場合においては、１立方メートルあたり280kgとして
換算する

・ 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する
・ 売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する 等

103
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Ｑ．特定事業者（９万トン以上）の算定をする場合で、前回ご説明があっ
たサンプリングの方法について、いくつか具体的に示して頂きたい。もしくは、
予定するサンプリング手法が妥当であるかなど、検証いただく問合せ窓口
を設置頂きたい。弊社のグループ会社は車格を単純合計すると９万トンを
超えるだろう状況ですが、実際の積載量は低く、しかしながら２０を超え
る拠点数と、中間流通会社であるが故にシステム的に荷量データを取得
することも難しく、ある程度許容いただくサンプリング手法でなければ現実
的ではない状況です。

Ａ．サンプリングは定期報告に記載するあたっての荷待ち・荷役等時間の計測
算出にあたり許容される方法です。
特定事業者に関する貨物量の算定が困難な場合の算定方法は数例示し
ていますが、具体的な算定方法について省令に規定する予定であるのでもう
少々お待ちください。

104
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Ｑ．荷待ちについて

105



短縮に努めるべき「荷待ち時間」と「荷役等時間」

106

（荷役その他の内容）
• 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に

適合するかどうかの検査（検品）
• 荷造り、搬出、搬入、保管、仕分又は陳列、ラベル貼り
• 代金の取立て又は立替え
• 荷主等が行う荷役への立会い
• その他の通常運転の業務に付帯する業務

【法】第三十条（定義）
四 荷待ち時間 運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又は

その周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しの
ために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

五 荷役等時間 運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務（以下
「荷役等」という。）に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。

切り分けられない場合は、
まとめて計測することも可

（荷待ち時間の起点）
• 到着時刻・時間帯の指示等がない場合：到着時刻から
• 到着時刻・時間帯の指示等がある場合：
① 指示時刻等より早く到着 指示時刻等から
② 指示時刻等に到着 到着時刻から
③ 指示時刻等より遅く到着 到着時刻から
※ 到着後速やかに受付等を行う場合は、受付等を行った時刻
※ 休憩時間は除外



Ｑ．目的の荷下ろし場所が山奥の場合、乗務員が道に迷わないよう、受け
荷主が麓で待ち合わせ場所と時間を指定し、複数の車両をまとめて荷下
ろし場所まで誘導することがあります。この場合、荷待ち時間の起点は

１．待ち合わせ場所に集合した時間（または集合指定時間）
２．目的の荷卸し場所に到着し、実際に荷卸しを開始した時間
のどちらでしょうか。

Ａ．「２．目的の荷下ろし場所に到着…」からが荷待ち時間となります。
（荷卸し場に到着してから荷卸しまでに待機が生じた場合は、荷卸し場到着時間か
ら起算します。）

途中の待ち合わせはドライバーが荷卸し場に着く過程で迷わないよう案内するもの
なので、荷待ちからは除外します。
ただし、待ち合わせ場所に複数のトラックが集合する場合で、全員がバラバラに集ま

ることで、先についたトラックが許容できない程度に待たされ、そこで案内を貰って移動
すれば荷卸しができるのに待たされるという状況が常態化している場合は集合時点か
らが荷待ちと指摘される可能性があるのでご注意ください。 107
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Ｑ．「貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続
可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率
化に関する判断の基準の解説書」の２－４（３）に「荷主、
連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主
や寄託倉庫にその状況を報告するとともに、理由なく必要以上
に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の
場所に到着しないよう、効率的な配車・運行に努めること」とあ
ります。
「必要以上に早く到着しないように」という記載がある一方、
「遅延する場合は状況を報告」とだけあり、「遅延しないよう」に
努力義務を設けていないのはなぜでしょうか。

108
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Ａ．トラックドライバーが卸地到着に遅延した場合、商慣行として荷物の受け取り
拒否等の厳しいペナルティーを受ける場合が多く、それを怖れつつ、改善基準
告示を遵守しながら、又は違反のリスクを冒しながら、「指定時間に遅延しな
い」ことを前提で配送を行うため、遅延よりも理由なく必要以上に早く到着
する場合の方が多く認められることによります。
また、遅延する場合は、ドライバーの怠慢というより、事故、工事、異常気象

によりやむを得ない事情があることが多いため、そこに遅延しない義務を課せば、
ドライバーの労働環境、道路の安全を脅かす危険も考えられるためです。

なお、荷主の判断基準解説書には荷主が取り組むことが望ましい例として「や
むを得ない遅延に対するペナルティの見直しなど、荷主が指示した時刻・時
間帯よりも必要以上に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やそ
の周辺の場所に到着することがないよう配慮すること」が記載されていること
に留意していただきたいと思います。

109
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物流２法改正による具体的な規制内容・影響

物流２法改正による具体的な規制内容・影響につ
いての各社取組み状況（進捗度合い等）について
知りたい 【利用運送事業者】

商慣行見直しについて同業他社の好事例が知りた
い【トラック事業者】
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物流の各主体について
荷 主

事業者

第一種荷主
トラック事業者と運送委託契約を結ぶもの
（主に発荷主）

第二種荷主
貨物を受け取り、受け取らせるもの又は預
け、預けさせるもの（主に着荷主）

連鎖化事業者
いわゆるフランチャイ
ズチェーンの「本部」

発荷主が運送手配（契約）を行う場合
第一種荷主=発荷主 第二種荷主＝着荷主

着荷主が運送手配（契約）を行う場合
第一種荷主=着荷主 第二種荷主＝発荷主

※フランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズチェーンの「本部」が、加盟店
（連鎖対象者）と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指
示ができる場合（フランチャイズチェーンの本部が加盟店を通じて、実質的に
加盟店と運送事業者のとの貨物の受渡しについて運送事業者に指示がで
きる場合も含む。）

貨物自動車運送事業者等

一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、
貨物自動車運送事業者、特定二種貨物利用運送事業者

貨物自動車関連事業者

倉庫業者、港湾運送事業者、航空貨物運送事業者、鉄道
貨物運送事業者で、トラックドライバー（運転者）との間で、
貨物の受渡しを行う者 111



取組内容（抜粋）

各主体の努力義務対象

努力義務 左記以外
港湾運送
航空運送

鉄道

倉庫業者貨物自動車
運送事業者
等

連鎖化事業者
フランチャイズ
チェーン本部

第二種荷主
(主に着荷主)

第一種荷主
(主に発荷主)

●複数荷主の貨物の積み合わせ
●繁閑差の平準化、納品日の集約
●物流・販売・調達等関連部門の
連携

○○○○
1.積載効率の向上
１回の運送でトラックに
積載する貨物量を増
加する

●トラック予約受付システムの導入
●混雑日時を回避した日時設定○○○○

2.荷待ち時間の短縮
ドライバーが到着した時
間から荷役等の開始
時間までの待ち時間を
短縮する

●輸送用器具導入による荷役等の
効率化

●パレット標準化
●タグ導入等による検品の効率化
●事前出荷情報の活用

○○○○
3.荷役等時間の短縮
荷役（荷積み・荷卸
し）等の開始から終了
までの時間を短縮する

●責任者の選任、社内教育体制
●取組の実施状況・効果の把握
●物流データの標準化の取組
●関係事業者間での連携推進

○○○○○○4.実効性の確保

荷主・物流事業者は、トラックドライバーの荷待ち時間等の短縮や運転者一人当たりの積載効率を高めるよう努力する義務があります

物流の各主体の努力義務と主な取組内容
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例①

113

トラック事業者が、「貨物の積合せ」、「配送の共同化」、「帰り荷
の積載」などを行えるよう、必要な時間把握等により、当該時間を
確保する。

第一種荷主



積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例②
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【貨物量の平準化】
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【受渡日、時刻、時間帯の集約】

貨物の受渡日を集約し積載効率ＵＰ

貨物量のバラつきにより、日によって積載効率の低い
トラックを追加で依頼

貨物量の平準化により積載効率の高いトラック
１台で運行
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受渡日の集約

積載効率の低いトラックを毎日運行

受渡時刻・時間帯の集約

多頻度・少量の
出荷・入荷

時間・時間帯を
集約し積載効率

UP

(t)

(t)(t)

(t)

「貨物量の平準化」、「受渡日及び時刻又は時間帯の集約」等
貨物の出荷量及び入荷量の適正化を図る。

第一種荷主



積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例③

115国土交通省 中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック より

「配車、運行等に関する情報システムの導入及び運用」等により、
配車計画又は運行経路の最適化を図る。

第一種荷主

【配車、運行等に関する情報システムの導入及び運用】



経営管理
（事業計画策定）

営 業
（販売・調達）

工 場
（開発・生産）

物流センター
（流通・在庫管理）

相互尊重
情報共有

※連鎖化事業者（フランチャイズ本社）については、連鎖対象者（フランチャイズ）との連携も促進。
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例④

措置が適正かつ円滑に行われるよう、貨物の運送に関係する各
部門間の連携促進を図る。

第一種荷主
第二種荷主

連鎖化事業者

【各部門間の連携促進】



発荷主の協議申
出に応じるととも
に、必要な協力
を行う義務

・貨物の受渡日
・貨物の受渡時刻
・貨物の受渡を行う時間帯

協議したい

第一種荷主 第二種荷主
連鎖化事業者
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑤
第一種荷主が貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯につい
て協議を申し出た場合の協力。

第二種荷主
連鎖化事業者

【第一種荷主が協議を申し出た場合の協力】
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑥
複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等による、輸送網の集約トラック事業者

【積合せによる輸送網集約】
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑦
荷主や他のトラック事業者等との協議実施による、配送の共同化トラック事業者

提
携

【地域の配送の共同化】
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑧
求貨求車システム等を活用した復荷の確保による、実車率の向上トラック事業者

【求貨求車システムの活用】
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑨
配車システムの導入等による、配車・運行計画の最適化トラック事業者

国土交通省 中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック より
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑩
「輸送する貨物の量に応じた大型車両の導入」等による積載効率
向上。

トラック事業者

【貨物の量に応じた大型車両の導入】 【Ｗ連結トラックの導入】



バース４バース３バース２バース１到着時間

6:00

7:00

8:00

9:00

空き空き空き10:00

空き空き空き空き11:00

空き空き空き空き12:00

…

…

…

…

6:00～9:00の荷積み・荷卸し指定が集中

処理能力を超
えた指定により
荷待ちが発生

バース４バース３バース２バース１到着時間

6:00

7:00

8:00

9:00

空き空き空き10:00

空き空き空き空き11:00

空き空き空き空き12:00

指定時間を分散し、処理能力を有効活用

物流センターの稼働状況

荷待ちが解消

123

荷待ち時間短縮に向けた努力義務(判断基準)の例①

物流センター等の処理能力を超えた車の集中がないよう状況を
把握し、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させ
る。

第一種荷主
第二種荷主

連鎖化事業者
倉庫業者



適切な活用に必要なこと（トラック・物流Ｇメンヒアリングまとめ）
・導入前における現状把握（トラック事業者・ドライバーへのヒアリング、対等に意見交換できる環境づくり）
・運用ルール策定、関係者との合意形成
・貨物受入時間の分散
・利用率向上に向けた関係者への説明・協議の継続
・入構するドライバーへの周知（一見の協力会社には、発荷主に周知を依頼。）

国土交通省 中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック より
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荷待ち時間短縮に向けた努力義務(判断基準)の例②

バース予約システム等の導入を行うとともに、これを適切に活用す
ること等により、貨物自動車の到着時刻を調整する。

第一種荷主
第二種荷主
倉庫業者



発・着荷主
急な入/出庫依頼

準備不足で
貨物の用意
間に合わず

倉庫

トラック事業者
荷主に指定された時間
に到着しても荷積み・荷
下ろしできず→荷待ち

倉庫

トラック事業者
荷主に指定された時間
に到着後、速やかに荷
積み・荷卸し

余裕を持った
入/出庫依頼

トラック到着に合わせ荷造り等事前準備

倉庫での貨物の受渡しを行う日及び
時刻又は時間帯を分散も可能に。

125

荷待ち時間短縮に向けた努力義務(判断基準)の例③

倉 庫

倉庫業者に対し入庫又は出庫の発注を早期に行うこと等により、
倉庫での貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散する。

第一種荷主
第二種荷主

倉 庫

発・着荷主



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例①
「パレット等荷役の効率化に資する輸送用器具導入」、「標準パ
レットの使用」、「運転者の荷役等を省力化するための貨物の
荷造り」等により、荷役等の効率化を図る。

【パレット等荷役の効率化に資する輸送用器具導入】 【運転者の荷役等を省力化するための貨物の荷造り】

プラスチックパレット ロールボックスパレット
(カゴ台車)

フレキシブルコンテナ
パック（フレコン）

第一種荷主
第二種荷主

【標準パレットの使用】

標準仕様パレット

表面サイズ：1,100mm×1,100mm
調達形態 ：レンタル方式

T11 型パレットを使用した輸送へ対応するため、パレットサイズ
に適合した段ボール箱寸法の見直しを進め、これまで主要野菜
14 品目（レタス、11たまねぎ、ねぎ、馬鈴しょ、にんじん、だい
こん等）で検討を実施（全国農業協同組合連合会）。 126



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例②

「フォークリフト又は荷役等を行う人員の適切配置」等による、荷
役等の効率化

第二種荷主
貨物自動車
関連事業者

【フォークリフト等を適切に配置】 【荷役等を行う人員を適切に配置】
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第一種荷主



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例③
「第二種荷主、倉庫業者、トラック事業者に対する貨物情報の
事前通知」等による、検品の効率化

第一種荷主
第二種荷主

納品日納品前日納品前々日実

施

前

ＡＭＰＭＡＭＰＭＡＭ

従来
納品

納品日納品前日納品前々日
実

施

後

ＡＭＰＭＡＭＰＭＡＭ
検品レ

ス
納品

受 注

出荷作業

配
送

配車
待機

仕分
詰換え 検品 納品

完了

従来の
朝受注 夕方受注 配

送
納品
完了

出荷作業

ASN作成
・送信

ASN（事前出荷情報）に
基づき個別検品からユニット
(パレット単位)検品に変更し
作業を削減
→荷役等時間を削減

受注の前倒し→リードタイム確保
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荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例④

「検品を効率化するための機械導入」等による、検品の効率化第二種荷主
第一種荷主

【ハンディーターミナルの導入】 【RFIDを活用した検品効率化】

荷主と運送事業者の協力による 取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
129

貨物自動車
関連事業者



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例⑤

「バース、荷捌き所の適正なスペース確保」等により、荷役等を
円滑に実施できる環境を整える。

第一種荷主
第二種荷主

保管スペースを品揃え・荷捌き
スペースとして転用することで作
業を効率化

庫内で荷捌きスペースを確保し、
バースを積み込みのためのスペー
スとして確保

【物量に応じた拡張】

【品揃え・荷捌きスペースの確保】
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貨物自動車
関連事業者



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例⑥
「荷役等に先行する貨物の搬出」又は「荷役等に後続する貨物
の搬入」の手順に係るマニュアルの整備、周知等により、搬出・
搬入を迅速に実施する。

貨物自動車
関連事業者
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【荷役等に先行する貨物の搬出】

【荷役等に後続する貨物の搬入】



荷役等時間の短縮に向けた努力義務(判断基準)の例⑦
「発送先別に仕分けしたうえでの引渡し(有償)」、「荷主からパ
レット使用の申し出があった場合の協力(有償)」等により、荷役
等の効率化を図る。

貨物自動車
関連事業者

132

【発送先別に仕分けしたうえでの引渡し(有償)】

【荷主からパレット使用の申し出があった場合の協力(有償)】
パレット保管への移行

配送先ごとに積荷を仕分けされた状態で引渡し
（有償で予め作業を実施）

自社パレットからレンタルパレット等への移行
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物流効率化法の理解を促進するためのポータルサイトを開設しました
「物流効率化法」理解促進ポータルサイトでは、
荷主の努力義務や判断基準についての解説などのほか、説明会の予定など物流効率化に資する情報を発信しております。

「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

荷主判断基準の解説書事例集
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/sippers-judgment-criteria-book.pdf

荷主判断基準の解説書事例集
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/sippers-judgment-criteria-casestudies-
book.pdf

「物流効率化法」理解促進ポータルサイトについて



荷主の判断基準解説書（事例集）

主体事例名主体事例名

イオン北海道荷役等を行う人員の適切な配置事例10運転者一人当たりの一回の運送ごとに貨物の重量の増加
（積載効率の向上等）第二条

加藤産業㈱事前出荷情報と検品のハイブリッド事例11バローホールディングスリードタイム確保事例１

日本製紙連合会、全国段
ボール工業組合連合会

ＲＦＩＤタグの利用による検品の効
率化事例12フードサプライチェーン・サスティ

ナビリティプ ロジェクト（FSP）リードタイム確保事例２

飲料メーカー５社検品効率化事例13ユニリーバ・ジャパン・カスタマ－
マーケ ティング㈱貨物の出入荷量の適正化事例３

実効性の確保第五条日本ロジテム㈱
㈱ハコベル配車計画又は運行経路の最適化事例４

日清食品㈱責任者の選任事例14日本ハム・ソーセージ工業協
同組合・チルド物流研究会部門間連携・発着連携事例５

花王㈱荷待ち時間等の適切な把握事例15(一社)日本鉄鋼連盟第一種荷主への協力事例６

(一社)日本鉄鋼連盟寄託先への提案・協力事例16運転者の荷待ち時間の短縮第三条

食品・飲料メーカー及び小売
事業者

物流標準情報ガイドラインに準拠した
納品データの受渡しによる
荷役作業等の効率化

事例17㈱バローホールディングストラック予約受付システムの導入事例７

ユニリーバ・ジャパン・カスタマ－
マーケティングメニュープラシング事例18運転者の荷役等時間の短縮第四条

Ｆ－ＬＩＮＥプロジェクト関係者との連携事例19日本アクセス一貫パレチゼーションによる納品業務
効率化事例８

全国農業協同組合連合会荷役等を省力化するための貨物の荷
造り事例９
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掲載事例一覧



Ｑ．特定事業者の基準（倉庫：年間保管料70万t以上、トラッ
ク：保有車両数150台以上）に当てはまらなければ、努力
義務は生じないということ？

Ａ．いいえ、全ての荷主・物流事業者に対して、積載効率の向上、荷待ち時
間削減、荷役時間の短縮を柱とした物流効率化に向けた取組みが努力義
務として課せられます。

更に実効性を高めるため、基本方針、判断基準を策定し、公表しています。
今後国から荷主・物流事業者に対して指導助言を行うこともあり得ます。

また、荷主等の判断基準について、物流事業者を対象として定期的なアン
ケート調査を行い、取組状況を把握するとともに、これらの回答の点数の高い
者・低い者も含め公表することも検討しています。

改正物流法 質疑応答
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物流効率化の努力義務について



Ｑ．すべての事業者に課せられる「努力義務」について、具体的な
数値目標はあるの？

Ａ．「基本方針（農水省、経産省、国交省による告示）」により、
令和10年度までに、以下の目標の達成を目指すこととされています。

① ５割の運行で、１運行当たりの荷待ち・荷役等時間を
計２時間以内に削減

（１人当たり年間125時間の短縮）
※現状、一運行の平均拘束時間のうち荷待ち・荷役等にかかる時間は３時間と推

計されている。

② ５割の車両で、積載効率50%を実現
（全体の車両で積載効率44％に増加）
※近年、40％以下の水準で推移してきている。

改正物流法 質疑応答
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改正物流法 質疑応答

Ｑ．第一種荷主、第二種荷主とは何？
Ａ．第一種荷主は、トラック事業者と契約を結ぶ者とされています。

（荷物の運送を委託する発荷主、荷物の引き取り運送を委託する着荷主が該当する。）

第二種荷主は、以下に該当する者とされています。
・トラックドライバーから貨物を受け取る(倉庫事業者などに受け取らせる)者。
・トラックドライバーに貨物を引き渡す(倉庫事業者などに引き渡させる)者。

（荷物を受け取る着荷主、引き取り運送で荷物を引き渡す発荷主が該当する。）
荷主の区分の考え方

自社トラック以外のトラック
を貨物の運送・受取りに
利用していますか？

いいえ

新物効法上の荷主には該当しない
※物流に関わる事業者には物流効率化法第32条の責務規定がかかります。

運送契約の締結は誰が行っていますか？
①自 社（元請けトラック事業者、物流子会社、

３ＰＬ等に委託する場合を含む。 ）
②取引先（取引先の社用トラックを利用する場合

を含む。 ）

137

はい
①第一種荷主

②第二種荷主

荷主の区分について



改正物流法 質疑応答

Ｑ．特定荷主の対象企業に届出前の事前通知はあるの？
又、指定後HP等で公表する予定はあるの？

Ａ．あくまでも企業からの届出により、内容を精査した結果該当する場合は
指定が行われます。
指定事業者の公表については今後検討していきます。 138

Ｑ．自社が
①【製品の発荷主(トラック事業者と運送契約)】
②【原料仕入れで着荷主(仕入れ先メーカーが契約したトラッ

クから貨物を受け取る)】
の両方に該当する場合、①で第一種荷主、②で第二種荷主
となり、各々の貨物取扱量が９万トンを超えると、第一種、第
二種両方について特定荷主の義務がかかるの？

Ａ．そのとおりです。

特定事業者の指定について



物流２法改正による具体的な規制内容・影響

特定荷主選定の重量算出方法は。【発荷主 】
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改正物流法 質疑応答

Ｑ．特定荷主の指定基準（取り扱い貨物重量９万トン)は
どうやって計測する？

Ａ．荷主区分ごとに以下の算定を行うこととされています。
特定第一種荷主：各年度において、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送

事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量を算定

特定第二種荷主：各年度において、以下の貨物の合計の重量を算定
（ⅰ）自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
（ⅱ）自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
（ⅲ）自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
（ⅳ）自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物

※当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う
日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。

連鎖化事業者：各年度において、以下の貨物の合計の重量を算定
（ⅰ）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
（ⅱ）当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物

※当該連鎖化事業者の連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が
連鎖対象者との定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物を除く。 140

取り扱い貨物重量の算定について



Ｑ．運送を行わせた「貨物の合計の重量」とは？
Ａ．運送フロー（貨物の発地から最終到着地まで）全体の重量になります。
（例）自社拠点間の運送においてｍトンの貨物を

「自社工場 → 自社物流センター → 卸会社倉庫」というフローで運送する場合。

上記の場合、ｍトンの貨物を２回運送させているため、フロー全体における
「取扱貨物の重量」は２ｍトンとなる。

自社工場
(荷積み)

自社物流センター
(荷積み/荷卸し)

卸会社倉庫
（荷卸し）

貨物重量
mトン

貨物重量
mトン

★
★

★

改正物流法 質疑応答

※トラックの輸送実績算定方法に合わせたもの。よって、自社工場や自社施設等の施設が同一拠点内になる場合、同一拠点
内の施設間の運送は計測対象に含めない。 141



Ｑ．取り扱い貨物重量の算定が困難な場合はどうすれば良い？

Ａ．軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの
着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種においては、重量を把握す
ることに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たっては、
例えば、下記の算定方法を用いることも可能です。

取り扱い貨物重量の算定が困難な場合の算定方法（例）
・ 商品マスタ等において重量のデータを集計することが可能な場合にあっては、
当該システムに登録されている重量を元に換算する

・ 容積を把握している場合においては、１立方メートルあたり280kgとして
換算する

・ 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する
・ 売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する 等

改正物流法 質疑応答
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定期報告
○記載内容
（１）事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述）
（３）荷待ち時間等の状況【荷主等】
○荷待ち時間等の状況の計測方法
・ 取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の手法を許容
・ 荷待ち時間等が一定時間以内の場合には報告省略が可能 等

改正物流法 質疑応答

Ｑ．中長期計画の作成、定期報告の具体的項目は？
Ａ．以下の内容が公表されています。

143

中長期計画
○作成期間
・ 毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がない限りは５年に１度提出
○記載内容
（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・目標等
（３）実施時期 等

特定事業者の中長期計画・定期報告について



○中長期計画の様式イメージ：

実施時期計画内容（具体的な措置の内容、目標等）実施措置
例）2026年～2030年例）全拠点にトラック予約受付システムを導入して荷待ち時間を短縮し、

１運行あたりの荷待ち時間等の平均時間を90分以内とする。
例）トラック予約受付シス

テムの導入

運転者の荷待ち時間等の短縮に関する計画内容 ※積載効率、荷役等時間も同様の欄を設ける

その他運転者の荷待ち時間等の状況に関する事項及び参考情報
・トラック予約受付システムの導入においては正しい活用の仕方を社内に周知し、敷地周辺でトラックドライバーが待機することの無い
ように、社内において徹底させる。
・製造部門とも連携し、バースのキャパシティ以上のトラックの納品が必要とならないよう密に連携を図る。
※上記で記入した計画に関連する上位の計画や計画内容の参考情報等を記入する。
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遵守状況対象項目
② 貨物の出荷量及び入荷量の適正化を図ること。

運転者一人当た
りの一回の運送ご
との貨物の重量の

増加

□ ほぼ全ての発注で実施している
□ 大半の発注で実施している
□ 一部の発注で実施している
□ 実施していない実施状況の詳細
具体的な措置の内容
実施していない理由

② 当該第一種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置を導入し、及びこれを適切に活用するこ
とその他の措置により、貨物自動車の到着の日及び時刻又は時間帯を調整すること。

運転者の荷待ち
時間の短縮

□ 90％以上の施設で実施している
□ 50％以上90％未満の施設で実施している
□ ０％超50％未満の施設で実施している
□ 実施していない

各施設における状況の詳細
（特定荷主との間で貨物に係る寄託
契約を締結した者が管理する施設を除
く。） 具体的な措置の内容

実施していない理由

事業者として、どの程度当
該取組を実施しているか、
該当する選択肢にチェック
を入れる。

実施（導入）していない
選択肢にチェックした場合、
その理由を記入する。

「特定荷主自らが管理する
施設」だけでなく、「特定荷
主との間で貨物に係る寄
託契約を締結した者が管
理する施設」も含めた取組
の進捗状況について、該当
する選択肢にチェックを入れ
る。

○定期報告の様式イメージ

Ⅰ 特定荷主の名称等
Ⅱ 運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断基準の遵守状況
１－１ 特定第一種荷主 ／ ２－１ 特定第二種荷主 ※１つの様式でまとめて提出できるようにするが、欄はそれぞれ設ける。

中長期計画・定期報告の提出 ※2025年２月25日時点検討状況



措置の内容対象項目
運転者一人

当たりの一回の
運送ごとの

貨物の重量の
増加に関する

措置

運転者の
荷待ち時間の
短縮に関する

措置

運転者の
荷役等時間の
短縮に関する

措置

各項目で、判断基準に
おいて示す取組以外の
措置を記入する。

Ⅲ Ⅱの他に実施した措置
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中長期計画・定期報告の提出 ※2025年２月25日時点検討状況
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Ⅳ 荷待ち時間等の状況等
１－1 荷待ち時間等の計測対象の選定の詳細について

選定の考え方について選定の種類

自ら管理する施設の数：計測対象施設

計測対象期間

計測対象運行

備考 （略）
・ 対象施設：取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主自身が管理する全ての施設から、年間において取扱

貨物の重量が大きい施設又は実態を把握すべき施設
・ 対象期間：四半期ごとに任意の連続した５営業日以上（前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれ

る月は対象外）
・ 対象運行：原則として対象施設で計測した全ての運行

○ サンプリングを実施した場合における計測対象の考え方について
荷待ち時間等の状況等の報告にあたって報告対象を限定する場合は、対象を選定した方法について「荷待ち時間

等の計測対象の選定の詳細について」に記載する。
対象施設の選定時に考慮した各施設の取扱貨物重量や、対象期間の選定時に考慮した各月の売上金額見込み

について、詳細なデータの提出は不要（問合せがあった場合に合理的な根拠が示せればよい）。
なお、報告対象を限定しない場合は、それぞれの欄に「全ての○○」と記載することとする。

中長期計画・定期報告の提出 ※2025年２月25日時点検討状況



１回の受渡しに係る荷待ち時間等の平均時間（分）
識別

３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月種類

荷待ち
時間

荷役等
時間

荷待ち時
間等

148

１－３ １回の受け渡しに係る荷待ち時間等の計測結果

付表１ 荷待ち時間等の報告を省略する施設に関する業界特性や環境の詳細
業界特性等を踏まえ荷役等の業務に要する時間が安全性又は衛生等の観点か
ら短縮することが難しい理由

省略の理由識別

１－２ 計測対象施設の一覧
計測手法（任意）施設の住所施設の名称識別

中長期計画・定期報告の提出 ※2025年２月25日時点検討状況
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５．貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設施設における荷待ち時間等の状況に関する参考情報

荷待ち時間等の短縮に向けた連携状況施設の住所寄託契約締結先が管理する施設の名称区分

特定第一種
荷主

特定第二種
荷主

参考情報区分

特定第一種荷主

特定第二種荷主

３．荷待ち時間等の状況に関する参考情報について
参考情報区分

特定第一種荷主

特定第二種荷主

４．貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設における寄託契約の締結先との連携状況等について

中長期計画・定期報告の提出 ※2025年２月25日時点検討状況



改正物流法 質疑応答

150

Ｑ．製品移動をほぼ同一拠点内（製造倉庫から公道を挟んだ隣
の敷地の卸売物流倉庫）で行っている場合、計測義務はある
のでしょうか？

同一拠点内に輸送先がある場合の取扱貨物重量の計測
義務について

経産・農水・国交３省審議会合同会議とりまとめ より

卸売物流倉庫製造倉庫

生産途中の仕掛品や出荷前の完
成製品を保管Ａ．同一拠点内の輸送と認められます。同一拠点内に輸送先がある場合は、
同一拠点の施設間の運送は計測対象に含めないため対象外です。



改正物流法 質疑応答

151

Ｑ．荷待ち時間・荷役作業時間について、サンプル計測が認められ
ていますが、カバー率の規定は考えられているのでしょうか？

Ａ．サンプリングを実施した場合における計測対象の考え方については以下のと
おりです。

荷待ち時間・荷役作業時間のサンプル計測について

荷待ち時間等の状況等の報告にあたって報告対象を限定する場合は、対
象を選定した方法について「荷待ち時間等の計測対象の選定の詳細につ
いて」に記載する。
対象施設の選定時に考慮した各施設の取扱貨物重量や、対象期間の選
定時に考慮した各月の売上金額見込みについて、詳細なデータの提出は
不要（問合せがあった場合に合理的な根拠が示せればよい）。
なお、報告対象を限定しない場合は、それぞれの欄に「全ての○○」と記載
することとする。



改正物流法 質疑応答
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Ｑ．努力義務の実施に向けて、取引先（発荷主・着荷主）の協
力が得られない場合は、どうしたらよいでしょうか。

Ａ．物流効率化法において、発荷主・着荷主の双方に努力義務が課されて
いるため、これを物流効率化に向けた協議・協力要請の手がかりとしてくだ
さい。本制度の周知に国も努めてまいります。
荷主事業所管省庁の窓口に相談いただければ、取引の両者の話合い
に荷主事業所管省庁が立ち会うなどの支援を検討いたします。
なお、荷主等がトラック事業者の法令違反行為の原因となるおそれのある
行為に関与している場合は、トラック・物流Gメンの相談窓口にご連絡いた
だくことも可能です。

荷主の協力について

「物流効率化」理解促進ポータルサイト「よくあるご質問・言葉の定義」より



改正物流法 質疑応答
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Ｑ．「解説書」はもう公表されているの？わかりやすく説明したサイト
はないの？

Ａ．解説書は３月27日に国交省・経産省・農水省
のHPで公開済みです。理解促進のためのポータ
ルサイトも公開しているため是非ご覧ください。

相談先について

Ｑ．相談窓口は？
国交省・経産省・農水省のほか、各事業を所管する省庁が窓口となります。
具体的な問い合わせ窓口は「解説書」に記載されています。
【荷主の判断基準解説書に掲載されている省庁名】
経済産業省、農林水産省、国土交通省、警察庁、総務省、財務省、国税庁、文部科学省、
厚生労働省、環境省、



皆さんのご意見・ご質問から

物流２法改正による具体的な規制内容・影響

バース予約時の課題と解決方法について具体的な
内容を知りたい
【物流系（トラック大手、元請）】
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バース予約システム導入に係るトラック事業者の声
○予約しても前の荷積み・荷卸しが終わらず結局待たされる。
→枠の取り方が実績に基づいていない可能性。
○到着指定(予約)時間が勝手に変えられる。
→時間変更の条件、連絡体制、同意形成フローの合意不形成
○予約〆切の時間が配車確定のタイミングに合わない
→トラック事業者を交えた事前のフロー整理、合意形成不足
○人気の時間(平日午前中等)がすぐ埋まり、結局順番待ち
→発注タイミング等荷主側のオペレーションがそのままでは時間枠の
整理が早く綺麗にできても荷待ちは減らない。

構内・工場近くでの待機禁止、数字合わせの荷待ち時間削減

トラック運送事業者の不満は減らずトラックＧメンの是正指導の対象に
155



R6.10.3 ㈱Hacobu主催WEBセミナーに登壇した際行った参加者アンケートより 156

バース予約システム導入にあたり行ったこと

39

33

30

15

15

6



(ルールの例) ・① 拘束時間…労働で拘束できる時間は13時間まで(うち運転できる時間は9時間まで)
・② 休息期間…拘束時間の後は休息を11時間取る。
・③ 430休憩…連続して運転できるのは4時間まで、４時間ごとに30分以上の休憩。

ドライバーの健康を守るためのルールと必要な時間

運 転休 息運運 転運 転

運転時間合計：11時間24分※1

4時間

ルール③連続運転できるのは４時間まで
（４時間ごとに30分以上の休憩）

1時間
点呼・
準備等

1時間
点呼・準備等

ルール② 拘束時間の後は

休息を11時間とる
ルール①１日に運転できる時間は9時間まで

その他拘束時間合計：5時間
(休憩、点呼・準備等)

休息期間：11時間

広
島

柏

国際ルール※2による１日あたりの休息期間

※1 平均時速75kmで計算 ※2 路面運送における労働時間及び休息期間に関する勧告（第161号）（国際労働機関（ＩＬＯ） 1979年６月27日採択）157

広島県(広島市)→千葉県(柏市) 距離：片道855㎞
例

(参考)Googlemap検索による所要時間
10時間43分

(途中の休憩時間など含まず)

ルールを守った運行所要時間
27時間24分

(休憩・休息もしっかりとって運行)

4時間 1時間 2時間24分

【所要時間内訳】

広島 柏

【具体例】

30分 1時間30分 1時間
点呼・準備等



トラック物流の例 (単位換算と時間の制約)
Ｂ社（発荷主）東 京

Ｂ社物流センター(広島市内Ｃ社運営)

発注日:9月13日
Ｂ社製造のおむつを9月15日AM10:00までに
当社店舗の店頭に並べたい。同日AM5:00までに
千葉県柏の配送センターに3,000個届けて欲しい。

広 島

受注日:9月13日
おむつ 3,000個（(10個／箱)×300箱）を、
９月15日までにＡ社の千葉にある配送センター
に納入します。

Ａ社（着荷主）

Ｃ社に指示
Ａ社配送センター(柏市内Ｅ社運営)

千葉県柏市

おむつ300箱(10箱／パレット)×30パレットでの
荷造りを実施

Ｄ社（トラック運送事業者）
30パレット=トラック2台(10t＆4t)で輸送※
配車スケジュール、帰り荷の確保、運転者の労働時間を把握の
上、対応な可能なドライバーを人選
※混載なしと仮定 （参考）トラック毎のパレット積載可能枚数

10tトラック(24パレット)、 4tトラック(10パレット)

９月13日 PM2:30積込み (所要45分(2台分))
終了後営業所に戻り(帰庫)、終業

9月14日 AM1:30 始業、準備後営業所出発

9月15日AM5:00
到着・荷卸し(所要45分)

発 注

9月15日AM6:00 センター到着
積込み(所要45分)

Ｆ社（トラック運送事業者）
Ｆ社に配送発注

Ｄ社に輸送発注

Ａ社店舗２

Ａ社店舗１ AM7:30 到着・荷卸し

9月15日AM7:00 出発

AM8:30 到着・荷卸し
休息期間 (11h)

※以下の所要時間は、改善基準告示における各種例外規定を全て適用しないものとした場合の想定。

広島県広島市

9月15日AM5:00 始業・準備後営業所出発

(距離) 広島市→柏市
(片道855㎞)

(所要) 約27時間半
※内訳別紙
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システム導入に係る留意点
○自社の業務課題、実状調査、フロー整理は自社が責任を持つ
→ベンダーは聞き取り綺麗に整理してくれるが、それで満足しない。

最後の腹決めは自社の責任。
○決裁権持つ人間をチームの責任者に
→または決裁権を持つ人にもの言える人がトップに座ること。

そうしないと「ちゃぶ台返し」や導入後の「こんなはずじゃなかった」に。
○面倒でも最初に広く関係者の意見を聞き、過程を共有する。
→急がば回れ。その過程を記録に残せば、「手戻り」を防ぐ効果も

荷主事業者における物流担当者のご苦労が少しでも報われるよう
トラックＧメンは荷主、トラック事業者、システムベンダー等関係者の
「声」を聞き、それを伝えるべきところに「伝え」ていきます。

それがシステム投資効果向上の一助になれば幸いです。 159



改正物流法関係Ｑ＆Ａ （トラック法関係）



皆さんのご意見・ご質問から

改正トラック法に関する改正点

物流２法改正による具体的な規制内容・影響は。
【発荷主 】
法改正によりトラック運送事業者が気を付けるべき
点を教えてほしい。【倉庫業者】
物流２法改正による具体的な規制内容について知
りたい。【利用運送事業者】
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Ｑ．改正トラック法により荷主側に新しく義務付けられる事項は？
(改正トラック法Q&A(以下Q&A)問1-6)

Ａ．荷主が「真荷主」に該当する場合には、改正トラック法第12 条第１項に基
づく書面交付義務が課されることになります。
自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して

貨物の運送を委託する場合には、運送の役務の内容及び対価（運送契約
に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価）等につい
て記載した書面を、当該貨物自動車運送事業者との間で相互に交付しなけ
ればなりません。
なお、交付した書面についてはその写しを1 年間保存することとされています。
また、真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、実運送体

制管理簿の閲覧・謄写の請求をすることができます。

改正物流法 質疑応答
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荷主への影響について

改正トラック法Ｑ&A https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001860035.pdf



【多重下請構造のイメージ】 【他のトラック事業者を利用して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請金額は、
請け負った金額の概ね何％か】

（令和４年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象としたアンケート調査より）

はい
74%

いいえ
26%

100%～
4%

95～99％
28%

90～94％
42%

90％未満
26%

※調査対象としている下請行為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。

物流業界の多重下請構造の是正に向けた取組につなげるとともに、実運送事業者の適正運賃収受を図る。
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真荷主 元請事業者

１次下請け

２次下請け…

n次下請け
（実運送事業者）

○ 運送契約締結時に、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について
記載した書面の交付を義務付け＊ 。 【法第12条、第24条第２項・第３項関係】

○ 利用運送を行うときに委託先への発注適正化（健全化措置）について努力義務＊を課すとともに、一定規模以上の
事業者に対し、健全化措置に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任を義務付け。
【法第24条第１項、法第24条の２～第24条の４関係】

○ 元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。また、各
事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け。 【法第24条の５関係】

＊ 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

⇒ 令和７年４月１日施行



①運送契約締結時等の書面交付義務（荷主にも義務あり）
【書面への記載事項】
・契約の当事者の氏名又は名称・住所
・有料道路の通行に係る料金
・燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる 燃料費に係る料金（いわゆる燃料サーチャージ）
・その他の特別に生ずる費用に係る料金、運賃及び料金の支払の方法
・書面を交付した年月日
【書面の保存義務】
・書面の交付日から1年間保存しなければならない。
【公布義務の例外事由】
・災害その他緊急やむを得ない場合

②運送利用管理規程の作成、運送利用管理者の選任義務
【運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模】
・前年度におけるその行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が 100 万トン
以上

【運送利用管理者の選任及び解任の届出】
・届出期限は行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上とな
った年度の翌年度の7月10日まで。届出の受理に係る権限は地方運輸局長に委任。

・当該年度以前にすでに運送利用管理規程の作成の届出をしているときは、改めて届出をする
必要がない。

貨物自動車運送事業法のうち令和７年に施行された内容(省令事項)
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③実運送体制管理簿作成（荷主が実運送体制を把握可能に）
【実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限等】
・実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量は、1.5トン以上とする。
・実運送体制管理簿の作成は、貨物の運送が完了した後、遅滞なく、行うものとする。

【実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しない場合】
・真荷主と元請事業者との間において、「元請事業者が実運送を行わない場合には常に同一
の貨物自動車運送事業者が実運送を行う」旨の契約が締結されている場合は、実運送体
制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しない。

・貨物の運送ごとに作成しない場合の実運送体制管理簿には、通常の記載事項に加え、当
該契約の期間を記載する。

・元請事業者は、当該実運送体制管理簿に記載した貨物の運送が完了した日から、当該契
約が満了する日までの期間又は１年間のいずれか長い期間、これを営業所に備え置く。

④貨物軽自動車運送事業安全対策関係
【貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け】
【業務記録の作成・保存の義務付け】
【事故記録の保存の義務付け】
【国土交通大臣への事故報告の義務付け】
【特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け】
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貨物自動車運送事業法のうち令和７年に施行された内容(省令事項)



標準運送約款改正関係(令和6年3月改定)
改正により、これまで運送業務の一部とされてきた荷積み・荷卸しは運送とは異
なる「作業」に分類。
・約款上の業務区分の明確化

・契約 にない取卸し等を含め、積込料・取卸料を収受する旨を明記（第６１条）

改正
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改正前

「標準的運賃」でも「待機時間料」（荷待ち料）に続き、「積込料・取卸料」（
荷役（荷積み・荷卸し）料金）として、すれば料金を支払う必要があることを明
記。荷役以外の作業は「附帯業務」に分類され、こちらも実費を収受できることを
明記。



「附帯業務」の定義と内容

「品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分け、保管、検収及び検品、横待
ち及び縦待ち、棚入り、ラベル貼り、はい作業その他の運送業務に附帯して一定の時間、技
能、機器等を必要とする業務」 「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」より

はい作業
袋物や箱物などの「はい」を一定の方法で規則
正しく積み上げたり（はい付け）、積み降ろし
たり（はいくずし）すること。リフトを使った上記
作業も「はい作業」と呼ばれる。手作業だと長
時間がかかる場合も。

仕分け
一旦納品した貨物を、その先の店舗配送など
のため、方面別に仕分けること。
パレット納品してもこの作業により手積み作業
（パレット、カゴ車への載せ替え、直積み等）
が生じ、大きな時間のロスにつながることも。

棚入り（棚入れ）・棚出し
一旦納品した貨物を荷主が決めた分類により倉
庫内の棚に収めたり、荷積みの際、棚から出して
荷積みすること。
消費期限の近いものを一番手前に置くため、一
度全部棚から出し、納品した貨物を奥に入れる
作業を求める荷主も。

ラベル貼り
バーコードやQRコード、JANコード、商品名、価格、
成分表示など、商品に必要な情報のラベルを正確
に貼り付ける作業
貼り間違いや位置ずれが発生すると、在庫管理の
混乱や誤出荷などの深刻なトラブルにつながる可
能性が。

ピッキング・検品・検収
ピッキング：倉庫内の荷物を集める作業
検品：出荷時の最終チェックを行う作業
検収：商品に不備がないか確認する作業
出荷情報の事前送付。RFID等大量読込の技
術などを使ったり、検品自体をなくすことも可能。

パレット移し
違うサイズ又は同じサイズ同士のパレット間で荷物
を移し変える作業。多くがドライバーによる手作業。
発荷主が1.1レンタルパレットで発送しても着荷主
が自社の1.1パレットで保管・管理するなど運用の
際により、トラックドライバーがこの作業を強いられる
という報告が増えています。

⇒ 運送業務に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務
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【特殊車両割増】

【休日割増】 日曜祝祭日に運送した距離に限る ２割
【深夜・早朝割増】 午後10時から午前５時までに運送した距離 ２割

Ⅴ 待機時間料

Ⅵ積込料・取卸料、附帯業務料
【積込料・取卸料】

小型車、中型車、大型車又はトレーラーの２割冷蔵車・冷凍車
トレーラーの４割海上コンテナ輸送車
大型車又はトレーラーの２割セメントバルク車
大型車の２割ダンプ車
大型車の２割コンクリートミキサー車
大型車又はトレーラーの３割タンク車 (石油製品輸送車）
大型車又はトレーラーの４割タンク車（化成品輸送車）
大型車又はトレーラーの５割タンク車（高圧ガス輸送車）

【附帯業務料】 附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費として収受

Ⅶ 利用運送手数料 運賃の10％を当該運賃とは別に収受

Ⅷ 有料道路利用料 有料道路を利用した区間の料金を別に定めるところに
より収受

Ⅹ 燃料サーチャージ
1.算出方法

トレーラー
（20tクラス）

大型車
（10tクラス）

中型車
（4tクラス）

小型車
（2tクラス）種 別

2,2201,8901,7601,68030分を超える場合において30分
までごとに発生する金額

2,6702,2702,1102,010
Ⅳに定める積込料・取卸料の適
用時間と併せて２時間を超える場
合において30分までごとに発生す
る金額

トレーラー
(20tクラス)

大型車
(10tクラス)

中型車
(4tクラス)

小型車
(2tクラス)種 別

2,7502,3402,1802,080
フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合30分までごとに発生

する金額
2,6502,2602,1002,000手摘みの場合

3,3002,8102,6102,490
フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合

Ⅴに定める待機時間
料の適用時間と併せ
て２時間を超える場
合において30分まで
ごとに発生する金額

3,1802,7102,5202,400手摘みの場合

120.00円基準価格

5.00円改定の刻み幅

改定の刻み幅5.00円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、
翌月から改定。改定条件

軽油価格が120.00円/Lを下回った時点で、翌月から廃止廃止条件

走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価格上
昇額(円/L)距離制運賃計算式

平均走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価
格上昇額(円/L)時間制運賃

1個又は1重量あたりの運賃の算出にあたって用いた距離制運
賃又は時間制運賃の計算式に準ずる個建運賃

※標準的な運賃の設定に係る原価計算においては、燃料費を120.00円/Lとして
設定していることから、燃料サーチャージの基準価格も120.00円/L として設定してい
る。各運送事業者が燃料サーチャージを導入する際は、「トラック運送業における燃料
サーチャージ緊急ガイドライン」(平成24年5月16日最終改定)も参考にしつつ、当該
運送事業者が自社の運賃の設定に係る原価計算において基準とした燃料費を燃料
サーチャージの基準価格として設定することが望ましい。
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（単位：円）

（単位：円）

標準的運賃【待機・作業料関係】



皆さんのご意見・ご質問から

改正トラック法に関する改正点
「契約内容」の書面化について。

義務の対象は。どの点を書面化するのか。目的は。
【発荷主】
書面化の対象は運送契約(真荷主⇔元請)だけ？
利用運送についてはどうか。
【トラック事業者】
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国会での質疑より

170

荷役等をする場合に、その対価を請求できる仕組みは。
(4/3衆国交委 公明党 日下議員)

Ｑ．

契約内容書面化義務づけによって、トラックドライバーが荷
役作業を行うか否か、また、行う場合の対価が幾らとな
るか明確化される。
また今般改正した標準的な運賃にも項目として荷役作業
を入れ、標準的な水準を提示した。
合わせてトラックＧメンによる荷主等への是正指導強化に
より荷役作業を行う場合に適正な対価を収受できるよう、
しっかりと取り組んでいく。(斉藤国土交通大臣)

Ａ．



【交付書面の記載事項】
① 運送役務の内容・対価
② 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価
③ その他の特別に生ずる費用に係る料金（例：有料道路利用料、燃料サーチャージなど）
④ 運送契約の当事者の氏名・名称及び住所
⑤ 運賃・料金の支払方法
⑥ 書面の交付年月日

1.運送契約の書面交付義務

○ 運送契約締結時に、以下の事項について記載した書面交付を義務付け
・ 真荷主＊とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付（法第12条）
・ トラック事業者等が利用運送を行うときは、委託先への書面交付（法第24条）

○ 交付した書面については、その写しを一年間保存すること

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

・ メール等の電磁的方法でも可
・ 基本契約書が交わされている場合、その基本契約書に

記載されている内容については省略可
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＊「真荷主」とは、以下の①～③のすべてに該当する者を指す。
① 自らの事業に関して
② 貨物自動車運送事業者（又は貨物利用運送事業者※）との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、
③ 貨物自動車運送事業者（又は貨物利用運送事業者※）以外のもの
※（ ）は令和7年6月11日までに施行

①、②はトラック法
条文に明記



書面交付の義務付けについて (R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

第一・二種
貨物利用運送
事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく書面交付（真荷主⇔トラック事業者・利用運送事業者）

② ： 第24条の規定に基づく書面交付 (トラック事業者・利用運送事業者 ⇒ トラック事業者・利用運送事業者）

②
書面交付

②
書面交付
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運送
委託

②
書面交付

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

真荷主

真荷主

元 請

元 請
R7.6.11公布の改正トラック法により、
貨物利用運送事業者にも義務がかかるよう
になる。(公布後1年以内に施行)

R7.6.11公布の改正トラック法により、２次請まで
とする努力義務がかかるようになる。
(公布後1年以内に施行)。

１次請 ２次請

１次請

※赤字・赤枠が変更点



Ａの物流子会社

メーカーＡ
(第一種荷主)

貨物自動車
運送事業者 貨物自動車

運送事業者
運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

パターン２：物流子会社が第一種荷主から貨物を購入し、自らの貨物として運送委託するケース

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく運送契約の書面交付義務 ② ： 第24条の規定に基づく運送利用の書面交付義務
（真荷主⇔トラック事業者） （トラック事業者・利用運送事業者⇒トラック事業者・利用運送事業者）

真荷主

②
書面交付
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トラック法(貨物自動車運送事業法)による「荷主」の義務
(R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)

元 請

１次請

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

第一・二種
貨物利用運送
事業者

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

②
書面交付

真荷主

元 請 １次請 ２次請

①
書面交付

②
書面交付

パターン１：物流子会社が第一種荷主から運送の委託を受けるケース

物流子会社が介在する場合

又は

第一・二種
貨物利用運送
事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

②
書面交付

２次請

生業として運送の委託を受け
る場合、貨物自動車運送事
業の許可、貨物利用運送事
業の認可・登録が必要。

メーカーＡ

第一種荷主

製品
購入

Ａの物流子会社
トラック法の許可
利用運送法の
許可・登録なし

※赤字・赤枠が変更点



Ｑ．交付書面は「契約書」である必要はありますか。送り状などで
も問題ありませんか。? (Q&A問2-9)

Ａ．必要な事項が記載された書面であれば、特に書面の形態・様式等は問い
ませんので、送り状等を交付書面として活用いただくことも可能です。

改正物流法 質疑応答
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(説明資料「交付書面の一例」をご参照ください。) 

Ｑ．基本契約書を交付していれば、日々の運送依頼について書面
交付は不要でしょうか。? (Q&A問2-10)

Ａ．法定事項が基本契約書で網羅されていれば、日々の運送依頼について書
面交付は不要ですが、例えば、附帯業務の有無が運送ごとに異なり、各運
送依頼時にその有無が確定するような場合には、それぞれの運送依頼ごとに
当該附帯業務の有無等について記載した書面を交付する必要があります。



Ｑ．電子メールやファックス等での送付でも問題ありませんか。また、
メール本文に必要事項を記載する形でも問題ありませんか。
(Q&A問2-20)

Ａ．契約の相手方から承諾を得ている場合、書面（紙媒体）の交付に代えて、
電子メール等の電磁的方法により法定事項の提供を行うことが可能であり、
例えば、以下のような方法が挙げられます。
①電子メールやファックス（※）等による送受信
②ウェブサイト上に表示された記載事項を契約の相手方がダウンロードする方法
③契約の相手方がログインして閲覧するインターネットページにアップロードする方法
④CD-R 等に記録して契約の相手方に交付する方法
なお、電子メールについては、PDF 等を添付して送信する方法だけでなく、メール本文に法
定事項を記載して送信する方法も可能。
（※）電磁的記録をファイルに記録する機能を有するファックス（複合機など）へ送信する方法は「電磁的方法による提供」に該当
し、事前に相手方の承諾が必要となるが、受信と同時に書面により出力されるファックスへ送信する方法については「書面の交付」に
該当し、事前の承諾等は不要。

改正物流法 質疑応答

175



※赤枠は法定事項

176

あくまでも一例であり、法定事項が網羅されていれば、
既存のものやメール等でも可（新たに書面を作成する必要はなし）

交付書面の一例

176



皆さんのご意見・ご質問から

改正トラック法に関する改正点
「利用運送の健全化措置」について。

下請けの規制より、下請けに流す際の利益率の固
定が必要では。【貨物利用運送事業者】

177



トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

２-1.健全化措置関係＜努力義務＞
○ 元請事業者等に対し、利用運送を行うときに、委託先への発注適正化
（健全化措置）を講ずることを努力義務化。

【健全化措置の内容】 ※次ページにイメージ図を掲載

① 利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、その概算額を勘案して利用の申込
みをすること

② 荷主が提示する運賃・料金が①の概算額を下回る場合、当該荷主に対し、運賃・料金に
ついて交渉をしたい旨を申し出ること

③ 委託先のトラック事業者が再委託を行う場合に関し、委託先に対して、例えば「二以上の段
階にわたる委託の制限（再々委託の制限）」※等の条件を付すこと

178

※あくまでも例示であり、委託先に対してその他の条件を付すことによって対応していただくことでも問題ありません。
例）「再委託を行う場合は、再委託先の運送に要する費用を聞き取る場を設けたうえで申込みをすること」 など



健全化措置のイメージ
イメージ措置の内容

利用する運送に要する費
用の概算額を把握した上
で、当該概算額を勘案し
て利用の申込みをすること。

①

荷主が提示する運賃・料
金が①の概算額を下回る
場合、当該荷主に対し、
運賃・料金について交渉を
したい旨を申し出ること。

②

委託先の一般貨物自動
車運送事業者が再委託を
行う場合に関し、委託先に
対して、例えば「二以上の
段階にわたる委託（再々
委託）の制限」等の条件
を付すこと。

③

概算額をヒアリング 概算額を勘案し申込み

委託(元請) 受託(下請) 委託(元請) 受託(下請)

荷主

Ａ社 Ｂ社
＝「委託先の一般貨物

自動車運送事業者」

条件を付す

Ｃ社

１段階目の委託
（再委託）

引き受けた運送を他の事業者に再委託する場合、
再々委託は行われないようにしてください。

運賃・料金を交渉「荷主が提示する運賃・料金＜①の概算額」の場合

いくらで運送
できますか？

燃料費高騰のため、100万円
以下だと赤字です。

110万円で申し
込みます。

ありがとうござい
ます。

荷物が通常より多く
なるのですが、いつ
もの90万円でお願い
できますか？

確認します。

いくらで運送
できますか？

ご依頼の荷物量だと、トラック
１台追加する必要があるので、
価格交渉させて下さい。

110万円は必要です。

トラック足りないか
ら1台追加で下請け
にださなくちゃ・・

Ｄ社

２段階目の委託
（再々委託）
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委託(元請) 受託(下請) 荷主 元請



トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

２-2.健全化措置関係
＜運送利用管理規程の作成義務・運送利用管理者の選任義務について＞
○ 前年度の利用運送量（貨物自動車運送事業法に基づくものに限る。）が100万トン※1以上の事業者

に対し、健全化措置に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者※2の選任及び
国土交通大臣への届出※3を義務付け

【運送利用管理規程の内容】
①健全化措置を実施するための事業の

運営の方針に関する事項
②健全化措置の内容に関する事項
③健全化措置の管理体制に関する事項
④運送利用管理者の選任に関する事項

180

【運送利用管理者の職務】
①健全化措置を実施するための事業の運営の方針

を決定すること。
②健全化措置の実施及びその管理の体制を整備す

ること。
③実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当

該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

※1 100万トンの判断：毎年提出している事業実績報告書の「輸送トン数（利用運送）・ 全国計」の欄で判断。
※2 運送利用管理者：事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者（役員等）から１人選任。
※3 国土交通大臣への届出：届出期限は、利用運送量が100 万トン以上となった年度の翌年度の７月10 日まで。

⇒ 令和６年度に100万トン以上となった場合は、令和７年４月１日～令和７年７月10日の間に届出をする必要。



Ｑ．健全化措置の努力義務の対象となるのはどんな場合？
(Q&A問3-1)

Ａ．貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者の行う運送を
利用するとき（※）に、当該他の貨物自動車運送事業者の健全な運営を
確保するための措置（健全化措置）を講ずるよう努めることとされています。

改正物流法 質疑応答
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利用運送の健全化措置について

（※）具体的には以下の３通りの場合に適用されます。

① 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する
場合

② 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
③ 第一種貨物利用運送事業者（下請構造の中にいる場合に限る。）が一般貨物自動車運送事

業者の行う貨物の運送を利用する場合



Ｑ．運送利用管理規程・運送利用管理者の概要は？
(Q&A問3-6)

Ａ．健全化措置の実効性を高めるため、一定規模以上の貨物自動車利用運
送を行う貨物自動車運送事業者に以下の義務が課されるものです。
・健全化措置の実施に関する「運送利用管理規程」を作成し、国土交通大
臣に届け出る義務
・健全化措置の実施・管理の体制を確保するための「運送利用管理者」を
選任し、国土交通大臣に届け出る義務

改正物流法 質疑応答

182

運送利用管理規程の作成義務
・運送利用管理者の選任義務について



Ｑ．対象者と一定規模以上の基準「利用運送量100万t」とは？
(Q&A問3-7)

Ａ．一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者で、
前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量

（利用運送量）が100 万トン以上」である者が対象です。
※貨物利用運送事業者は対象外です。

改正物流法 質疑応答
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Ｑ．「100万t」はどうやって判断するの？ (Q&A問3-7-2)
Ａ．毎年国土交通省にご提出いただいている貨物自動車運送事業実績報告

書の「輸送トン数（利用運送）・全国計」の欄に記入された数値にてご判
断ください。



Ｑ．「運送利用管理規程」に記載する項目は？(Q&A問3-8)
Ａ．①健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項

②健全化措置の内容に関する事項
③健全化措置の管理体制に関する事項
④運送利用管理者の選任に関する事項
（改正トラック法第24条の２第２項）※ひな形は後日公表予定。

改正物流法 質疑応答
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Ｑ．「運送利用管理者」に選任すべき人は？(Q&A問3-9)
Ａ．運送利用管理者は「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位に

ある者」のうちから１人選任することとされています。
（改正トラック法第24条の3第1項）



Ｑ．「運送利用管理者」は何をする必要があるの？(Q&A問3-10)
Ａ．①健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。

②健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。
③実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理
簿の作成事務を監督すること。
（改正トラック法第24条の3第２項）

改正物流法 質疑応答

185



皆さんのご意見・ご質問から

改正トラック法に関する改正点
「実運送体制管理簿」の作成・保存について。
物流新二法について、多重下請け構造の抑制が期
待されているが、どの程度の効果を見込んでいるのか
知りたい。そもそもなぜ多重下請け構造になるのか、
国の見解を聞きたい。【貨物利用運送事業者】
実運送体制管理簿を作りつつも、実運送してくれる
会社からメールや書類が送られてきません。
【元請トラック事業者】

186



○ 元請事業者に対し、以下の事項について記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け
※1 作成の対象となる貨物の重量は1.5トン以上
※2 元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至

るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合、運送ごとの作成は不要（一度作ればよい）
○ 作成した実運送体制管理簿は１年間保存すること
○ 各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け

【実運送体制管理簿の記載事項】

① 実運送事業者の商号又は名称
② 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
③ 実運送事業者の請負階層

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

３.実運送体制管理簿関係

187

※1 真荷主から運送依頼があった時点で判断。 実運送の時点で何トン運ぶかや、実運送で混載を行うか等は関係ない。
※2 系列化等により下請構造が固定化されている場合（真荷主及び元請事業者がともに、実運送事業者とその請負階層についてあらかじめ把

握している状態）を想定。



実運送体制管理簿の作成主体について(R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)
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実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー
(R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)

荷主
・・・ 貨物自動車

運送事業者

（n次請）

・・・

実運送体制管理簿
を作成する

実運送事業者の名称/商号、運送区間、貨物の内容、何次請けかを伝える。

: 通知事項

: 運送委託

※貨物自動車
運送事業者が
実運送を行う
場合

※貨物軽自動車運送事業者は除く

貨物自動車
運送事業者

（3次請）

真荷主

「1.5トン」は
この時点で
判断

実運送なし
⇒ 元請事業者への通知なし

※「委託先への通知義務」はあり

189

元請A社の連絡先、真荷主の名称、何次請けか
併せて、「実運送体制管理簿の作成対象である」
旨を確実に委託先へ伝える

貨物自動車
運送事業者

第一・二種
貨物利用

運送事業者

又は

※赤字・赤枠(実線)が変更点

又は

（1次請）

貨物自動車
運送事業者

実運送あり ⇒ 元請事業者への通知義務あり

貨物利用運送事業者にも
「委託先への通知義務」アリ

第一・二種
貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

（2次請）

新トラック法により
委託先を２次までと
する努力義務



【多重下請構造のイメージ】

【他のトラック事業者を利用して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請金額
は、請け負った金額の概ね何％か】

（令和４年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象としたアンケート調査より）

はい
74%

いいえ
26%

100%～
4%

95～99％
28%

90～94％ 42%

90％未満
26%

※調査対象としている下請行為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。 190

真荷主 元請事業者 １次下請け ２次下請け n次下請け（実運送事業者）

多重下請け構造について



令和5年4月27日持続可能な物流の実現に向けた
検討会（第9回）資料より

トラック輸送における多重下請構造についての実態把握調査に係る調査結果
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多重下請け構造は自然発生する(Ｇメンの視点)

一般的なケース 【身近な関係の連鎖】

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

（元請）

貨物自動車
運送事業者

（下請）1次請
（元請） （下請）

2次請

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

２重目

（真荷主）1重目
（依頼主）

（元請）３重目 （依頼主）

3次請 4次請

（元請）４重目 （依頼主）

（下請）

（下請）

貨物自動車
運送事業者

※1 元請から見て上流と下流の２社の関係が連鎖することで多重化構造が発生。
「需要の急遽増加」、「自社輸送力の低下」以外にも、「自社輸送力以上の受注」、「専門外分野

の輸送の受注」といった背景のほか、「実運送をリスク」と捉えそれを避けるため外注する場合も。
※2 ２重目以降は(元請)とある事業者の主観のため、「元請」「下請」の定義は法定と異なる。

委託先を探す時間でリードタイムが失われ、数度の手数料収受で運賃が失われる。
一方で実態が把握しづらいことから、実運送体制管理簿作成義務化により、把握→是正する必要がある。

貨物自動車
運送事業者
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(理由①) 自社輸送力以上の受注 (輸送量)

193

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車運送事業者

（5台所有）

20台分委託

会社の成長に向けて、荷主・元請から信用を得、次の受注につなげるため、又は責任感から、積極的に
自社輸送力以上、専門外分野の輸送の受注の案件を積極的に受注し、他社の運送を利用して対応。

多重下請け構造は自然発生する(Ｇメンの視点)

貨物自動車運送事業者

10台分実運送 10台分委託 5台分実運送 5台分委託 5台分実運送

（5台所有）
（元請） （下請）1次請 （下請）2次請

(理由②) 専門外分野の輸送の受注(輸送量)

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車運送事業者

（チルド車所有）

貨物自動車運送事業者

（ユニック車所有）

（元請） （下請）1次請 （下請）2次請
ウイング車10台分
チルド車5台分
ユニック車3台分

委託

ウイング車

10台分実輸送

チルド車

5台分
実輸送

チルド車5台分
ユニック車3台分

委託

ユニック車

3台分委託
ユニック車

3台分
実輸送



(理由③) 実運送回避 (遅延・片荷等による賠償、コスト、事故リスクを避けたい。)
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荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

２重目

（真荷主）

1重目 ３重目 ４重目

（元請） （下請）1次請 2次請 3次請 4次請

80万でどう？

100万で委託 90万で委託

70万でどう？ 60万でどう？

※ 運賃は数万から数十万。延着の場合は受取拒否で運賃収受できない場合も。
更に、片荷や事故で貨物に損害が生じた場合は、数十万から数千万の損失を被ることも。
「多重下請構造が発生するのは、トラック運送が、割りの合わない商売だから、電話ひとつで仕事を回し
マージンが取れるならそっちの方が効率が良いからではないか。」（トラックドライバーからのコメント）

50万じゃどこも
請けてくれない。

仕方ないから
実運送するか。

多重下請け構造は自然発生する(Ｇメンの視点)



ｑ

ドライバー名車番請負階層実運送事業者の商号又は名称貨物の内容運送区間積込日

○○11-11１次請けA運輸食品機械××工場～〇〇工場2/1（木）

○○22-22元請けX運輸冷凍食品○○工場～Z営業所2/1（木）

○○33-33２次請けC運輸冷凍食品Z営業所～小売店ア2/1（木）

○○44-44１次請けD運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

○○55-55２次請けE運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

○○66-66３次請けG運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

実運送体制管理簿のイメージ

実運送体制管理簿（食料品メーカー甲社）

・
・
・

実運送体制管理簿（製紙メーカー乙社）

実運送体制管理簿（機械メーカー丙社）

赤枠：必須の記載事項

・既存の配車表を活用するなど、事業者の取り組みやすい形で作成可能。電磁的記録での作成も可。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・・・

・
・
・

※「調味料」は元請事業者がすべて自身で実運送した（利用運送を行っていない）ため、管理簿への記録は不要

※元請事業者自身が管理簿に記載されるのは
「一部を自身が実運送し、残りを利用運送した場合」 のみ

※元請事業者は実運送をしていない（すべて利用運送した）
ため、元請事業者自身は管理簿には記載されない
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・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、機械メーカー丙社）

・食料品メーカー甲社からの運送依頼について、前ページの下請構造により運送した場合

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸
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Ｑ．実運送体制管理簿とは？ (Q&A問4-1)
Ａ．真荷主から引き受けた1.5 トン以上の貨物の運送について、他の貨物自

動車運送事業者の行う運送を利用したときは、貨物の運送ごとに、以下の
事項を記載した実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が
完了した日から１年間、これを営業所に据え置かなければなりません。
なお、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送

事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」は、実運送
体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はありません。

【実運送体制管理簿の記載事項】
①実運送事業者の商号又は名称
②実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
③実運送事業者の請負階層

改正物流法 質疑応答
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実運送体制管理簿について



Ｑ．「運送区間」や「貨物の内容」はどこまで詳細に書く必要があり
ますか。？ (Q&A問4-9)

Ａ．どの運送について記録されたものであるかが、真荷主及び元請事業者ともに
分かる状態であれば、特に記載の粒度は問いません。
運送区間を「東京～大阪」のように都道府県単位で記載することや、
貨物の内容を「雑貨」や「食料品」のような粒度で記載することも可能です。

改正物流法 質疑応答
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Ｑ．実運送体制管理簿作成が必要な「真荷主から引き受けた貨
物の運送が一定の重量(1.5t)以上」はどの時点で判断する
の？ (Q&A問4-7)

Ａ．真荷主から運送依頼があった時点で判断します。
1.5t以上の貨物の運送依頼であれば作成対象となり、1.5t未満であれば
対象になりません。
実運送の時点で何トン運ぶかや、実運送で混載を行うか等は関係ありません。
なお、実重量が把握できない場合は、容積換算重量にて判断いただくことも
差し支えありません。

(説明資料「実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー」
をご参照ください。) 

改正物流法 質疑応答
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Ｑ．真荷主から一度の運送依頼で引き受けた貨物の重量は「1.5 
トン」以上ありましたが、配達先（荷受人）が複数あり、それ
ぞれの重量は「1.5 トン」未満でした。この場合、実運送体制
管理簿の作成義務はありますか。 (Q&A問4-7-2)

Ａ．配達先（荷受人）が複数あったとしても、当該運送が一の運送契約に基
づき行われる場合には、一度の運送依頼で引き受ける貨物の重量で判断す
ることとなり、お尋ねのケースについては作成義務の対象となります。
他方で、配達先（荷受人）ごとにそれぞれ別々の運送契約に基づいて運送
が行われる場合には、各運送契約ごとの貨物の重量で判断することとなり、お
尋ねのケースについては作成義務の対象とはなりません。

改正物流法 質疑応答
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Ｑ．真荷主との間で基本契約を締結しており、当該基本契約に基
づき引き受けた貨物の合計重量は「1.5 トン」以上ありました
が、運送依頼自体は複数回に分かれており、それぞれの重量は
「1.5 トン」未満でした。この場合、実運送体制管理簿の作成
義務はありますか。 (Q&A問4-7-3)

Ａ．一の運送契約に基づき複数回の運送依頼が行われる場合、それぞれの運
送依頼毎の貨物の重量で判断することとなるため、お尋ねのケースについては
作成義務の対象とはなりません。

改正物流法 質疑応答
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Ｑ．貨物の運送ごとに実運送体制管理簿を作成する必要がない
場合とは？(Q&A問4-10)

Ａ．「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業
者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合※」は貨物の運
送毎に実運送体制管理簿を作成する必要はありません。
※系列化等により下請構造が固定化されている場合など、真荷主から貨物

の運送を引き受ける時点で、当該貨物の運送について、実運送を行う貨
物自動車運送事業者やそこに至るまでの委託関係（下請構造）が明ら
かになっている場合。
(このような場合、真荷主及び元請事業者はともに実運送事業者とその請
負階層についてあらかじめ把握している状態にあるため。但し委託関係
（下請構造）や実運送事業者が異なる運送を行った場合には、当該運
送について実運送体制管理簿に記載する必要があります。)

改正物流法 質疑応答
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Ｑ．「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から
実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなって
いる場合」はそれ以降に行う運送について「貨物の内容」や「運
送区間」などが異なる場合でも、記録は不要?
(Q&A問4-10-2)

Ａ．真荷主から貨物の運送を引き受けてから初めて行う運送について実運送体
制管理簿を作成してください。それ以降に行う当該真荷主に係る貨物の運
送については、「貨物の内容」や「運送区間」等が異なっていても、委託関係
（下請構造）や実運送事業者に変わりがない場合は、実運送体制管理
簿に記録する必要はありません。
なお、最初に記録した運送から１年（※法定の保存期間）を経過した場

合は、そこから初めて行う運送について改めて実運送体制管理簿に記録する
必要があります。

改正物流法 質疑応答
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中小受託取引適正化法（旧下請法）について



改正の主なポイント
【用語の見直し】 「下請事業者」→「中小受託事業者」、「親事業者」→「委託事業者」等に改める。
【規制内容の追加】

(１) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
〔価格据え置き取引への対応〕

●対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、
協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、
一方的な代金の額の決定を禁止。

(２) 手形払等の禁止
●対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日

までに代金相当額を得ることが困難な支払手段
(電子記録債権・ファクタリング)も併せて禁止。

【規制対象の追加】
(３) 運送委託の対象取引への追加〔物流問題への対応〕
●対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な

運送の委託を追加。
(４) 従業員基準の追加〔適用基準の追加〕
●従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を

新設し、規制及び保護の対象を拡充。
【執行の強化等】

(５) 面的執行の強化
●関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互

情報提供に係る規定等を新設。

×

【下請法適用基準例】

トラック・物流Ｇメン(国土交通省)の役割に
改正法に基づく指導・助言が追加。
トラック・物流Ｇメンへの情報提供を理由に
した転注・減注等報復措置を改正法で禁止。
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独占禁止法と下請法の関係

令和6年9月24日トラック物流2024年問題に関するオンライン説明会、公正取引委員会説明資料より。 205
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運送原価・標準的運賃



Ｃ社 (スポット)Ｂ社 (スポット)

車輛購入・更新

Ａ社 （定期）

給与 給与 給与 給与・ボーナス

1月 ４月 ７月 1０月 1２月

税金支払軽油購入 タイヤ購入

＜

運送依頼と売り上げ
健全な事業継続の為には

（物流原価＋利潤） ＝ ＜ 売上げ が望ましい。

日々発生する物流コスト（原価）

コスト(原価)の発生と契約・売り上げの収受のタイミングが違うので、契約・運賃交渉の際に走行キロ・時間見合いの単価設定がしづらい。
「一運行あたり〇〇万」などの相場観が損益分岐の判断に用いられるか、荷主の言い値を飲まざるを得ない。
また、逆に支払いの際に売り上げの実態に見合ったコスト負担なのか判断がつきずらく、設備投資に消極的になるか無計画な設備投資になる。

保険料支払

物流原価

物流コスト（原価）と売り上げ

事業運営上日々発生するコスト

儲け ［生活・事業拡大の原資］ 利潤

Ｄ社
(スポット)

＜

＝

？
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トラック運送の原価計算の活用に向けて(手引き)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000031.html
214



トラック運送の原価計算の活用に向けて

原価計算の必要性・効果

交渉の説得力向上

自社の状況把握
実効性のある(確実に
収益を確保できる)
事業計画の策定

原価計算の活用事例
＜ケース1＞交渉結果を見越して上乗せして要請し、確実に利益を確保

＜ケース2＞原価データの推移を示すことで運賃・料金の17％の引上げに成功
荷主に対して1990年から現在までの原価データを個別に示し、物流担当部長にコストアップの実態を理解してもらうこ
とを促した。結果的に17％の引き上げ要請に対して満額の引上げとなった。

運送原価に対して収受運賃が▲6％であるという原価データを提示して10％の値上げを要請し、結果として8％の値
上げを受け入れてもらうことができた(当初は5%UPの要請を想定したが、値切られることを考慮のうえその分を上乗せ
して要求。)。
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原価計算の実施手順

＜基本的な手順＞
決算書から車両別原価を算出し、そのデータを加工して取引先別や運行ルート別等の平均原
価を算出。

ステップ１ 運送事業に関する損益計算書を作成。（運送事業のみの場合は会社の決算書）

ステップ２
実運送の売上・費用と傭車（利用運送）の売上・費用等を区分。
傭車については受注先、発注先別に原価を計算。

ステップ３
車両に紐付く費用（車両費、保険、運行三費（燃料油脂費、修理費、タイヤ・チューブ費）、
運転者人件費）を割付け。紐付かない間接費は一定の基準により車両に配分。

ステップ４
走行距離や運送時間を踏まえ、車両別に「1kmあたりの変動費」と「1時間あたりの固定費」を算
出します。

ステップ５
車両別の原価データを加工して、取引先別、運行ルート別の平均原価を算出。
必要に応じて契約別の計算も実施。
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概要
固定
/変動費用直接割付の可否

○燃料(軽油)・油脂(エンジンオイル費)費用
○修理費用(一般修理、車検整備、定期点検費用、ミッションオイ

ル費等)
○尿素水費用(ディーゼルエンジン車)
○タイヤチューブ、交換費用

変動運行費

車両に直接割付けで
きる費用
(基本実費)

車両購入費、リース費用(メンテナンスリース等修理費などを含む場
合は除く)固定車両費

自動車取得税、自動車重量税、自動車税固定車両の税金

自賠責保険料等車両毎に費用が発生するもの。固定車両の保険費

運転者の給与、法定福利、福利厚生費（健康診断代、昼食代
等）、退職金（退職給与引当金）、通勤手当固定運転者の

人件費※

任意保険、運送保険、運送業者賠償責任保険等、会社単位で契
約する為車両毎に割り当てられない保険料。固定車両の保険費

車両に直接割付けで
きない費用
(車輛別売り上げ又は稼
働時間の割合で按分) 一般管理費(役員・運行管理者・整備管理者の人件費、

事務所維持費用、各種消耗品費、事務用品費、通信費など) 、
備品運搬費、車庫等の施設費

固定間接費

車両別費用の整理

※１者1台で車両を割り当てられている例。1台を複数人で共有している場合は、車両毎の乗務時間で按分のうえ１台
あたりを積み上げ。 217



１時間あたり、１kmあたり費用の算出
１時間あたり固定費の計算

車両別費用で「固定」に
整理された費用の合計 稼働時間 １時間あたり固定費÷ ＝

１kmあたり変動費の計算

0ℓ→満タン燃料費用 実燃費(km/ℓ) １kmあたり燃料費÷ ＝

オイル交換1回あたり
の油脂費用

1交換あたり
走行距離 １kmあたり油脂費÷ ＝

タイヤチューブ交換1回
あたりのタイヤチューブ費用

1交換あたり
走行距離

１kmあたり
タイヤチューブ費÷ ＝

一般修理費用、
車検整備費用

修理、整備の間
の走行距離 １kmあたり修理費÷ ＝

0ℓ→満タン尿素費用 0ℓ→満タンの
走行可能距離 １kmあたり尿素水費÷ ＝
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実践的な原価計算
運行ルート別の原価計算 発着地点間の距離と稼動時間を基本に算出

取引先別の原価計算 車両ごとの原価を荷主毎の輸送の稼動時間で按分

※１台1荷主等に割り当てられる場合は、按分は不要。

固定費 平均稼働時間(時間)１時間あたり固定費＝ ×

変動費 平均走行距離(km)１kmあたり変動費＝ ×

料金・実費等
1運行あたりの実費
・高速道路利用料 ・燃料サーチャージ・フェリー利用料・附帯作業費
・駐車場利用料 ・車両留置料・宿泊費用 ・その他諸費用

＝

＋

＋
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標準的運賃の算出における考え方

構成要素 適正な原価 適正な利潤＋ 運 賃＝

固定費単価

変動費単価

基準外人件費

a車両償却費 d自動車関係保険料b人件費

e荷役関係費用

c自動車関係税

f借入金利息 g間接費

h燃料費

l車検・修理費

iオイル費 jタイヤ費

m間接費

k尿素水費

適正な原価とは

基準内人件×1.25

適正な利潤とは

運送原価×利益率 利益率 ＝ 適正利潤額 ÷ 運送原価
適正利潤額＝（事業用固定資産＋運転資本額（営業費×４％））×自己資本構成比

×０．１÷（１－利益課税率）
221



標準的運賃の算出における考え方
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×所要所定内労働時間

×走行距離
＋

×所要所定外労働時間

×（１＋利益率）

×基礎作業時間（４or８時間）

×基礎走行距離
（小型50kmor100km)
（小型以外60kmor130km）

＋
×（１＋利益率）

時間制運賃

距離制運賃

固定費単価

１時間当たり

変動費単価

１ｋｍ当たり

基準外人件費

１時間当たり ＋

固定費単価

１時間当たり

変動費単価

１ｋｍ当たり



その他運賃・料金・割増等について
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個建運賃

÷ {最大積載個数or重量）×基準積載率（○○％）}

距離制運賃

＋付随料金

時間制運賃

＋付随料金

or

１個又は１重量あたり運賃＝

（最低積載個数等を設定）

各社で設定



その他運賃・料金・割増等について
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（１）通常想定される配達予定日時※よりも早く配達を希望する場合

※・・・有料道の利用、労基法、改善基準告示、道交法等の関係法令を遵守を前提として通常想定される配達日時

⇒基準運賃×割増率

（２）有料道路の利用が認められない場合

⇒有料道路を代替する一般道のキロ程に応じた運賃×割増率

※積合せを前提に余裕をもった場合の割引

速達割増等

割 増



その他運賃・料金・割増等について
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特殊車両割増

割 増

※高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様により車両本体価格が高額となる場合があ
ることから5割以上としている。

深夜・早朝割増

休日割増

特大品割増

品目別割増

冬期割増

悪路割増 地区割増

割 引

リードタイムを長くした場合の割引 長期契約割引 往復貨物の割引



積込料・取卸料

その他運賃・料金・割増等について
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・発地、着地での待機作業時間
それぞれ30分まで除く

・２時間までは上段
・２時間を超える部分は下段

・待機時間料の対象となる時間と
併せて….
２時間までは上段
２時間を超える部分は下段

・手積みの場合の方が若干低いが、
時間がかかるので
結局割高となる。

待機時間料



利用運送手数料

利用運送手数料、附帯業務料等実費について
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・運賃の10％を運賃と別に収受
・実運送事業者の手配までに要した次数について収受
⇒下請け数が増えていくと10％、10％×２…と増えていく

品代金の取立て・荷掛金の立替え・荷造り・仕分け・保管・検収・検品・横
持ち及び縦持ち・棚入れ・ラベル貼り、はい作業など

…

運賃とは別に収受

フェリー利用料・特殊車両通行関係費用・中継輸送用施設使用料 など

標準的な運賃

利用運送手数料

標準的な運賃

利用運送手数料

利用運送手数料 利用運送手数料

利用運送手数料(20％)
＋運賃等

利用運送手数料10％
＋運賃等 運賃等

付帯業務料

有料道路利用料

その他実費

…

…

荷 主 元 請 １次請け ２次請け



標準的な運賃の例
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トレーラー
（20tクラス）

大型車
（10tクラス）

中型車
（4tクラス）

小型車
（2tクラス）種 別

70,43055,20041,76034,740
基礎走行キロ
小型車は100km
小型車以外のも
の 130km

８時間制

基
礎
額

42,26033,12025,06020,840
基礎走行キロ
小型車は50km
小型車以外のもの
60km

４時間制

920630410340基礎走行キロを超える場
合は、10kmを増すごとに

加
算
額 4,0603,4503,2103,060

基礎作業時間を超える場合は、
１時間を増すごとに（４時間制
の場合であって、午前から午後
にわたる場合は、正午から起
算した時間により加算額を計
算する。）

Ⅰ 距離制運賃表(関東運輸局ブロック) Ⅱ 時間制運賃表
（単位：円）

Ⅲ 個建運賃(1個又は1重量あたり運賃、○は事業者が設定)
運送区間ごとに最低積載戸数は又は重量のいずれか及びこれらに基づく最低保証料を

設定した上で次の式により計算。
計算した運賃(距離制運賃or時間制運賃)＋付随料金

÷｛(最大積載戸数又は重量)×基準積載率(○％)｝

Ⅳ 運賃割増率
【速達割増等(○は事業者が設定) 】
・通常想定される配達予定日より早い日を希望した場合…○割増(有料道路利用料は
別途実費として収受)

・有料道路の利用が認められない場合…有料道路を代替する一般道のキロ程に応じて
○割増

※積み合わせ前提で、荷主が十分なリードタイム確保可能な配達を希望した場合は○
割を割り引いた運賃設定も可。

（単位：円）



【特殊車両割増】

【休日割増】 日曜祝祭日に運送した距離に限る ２割
【深夜・早朝割増】 午後10時から午前５時までに運送した距離 ２割

Ⅴ 待機時間料

Ⅵ積込料・取卸料、附帯業務料
【積込料・取卸料】

小型車、中型車、大型車又はトレーラーの２割冷蔵車・冷凍車
トレーラーの４割海上コンテナ輸送車
大型車又はトレーラーの２割セメントバルク車
大型車の２割ダンプ車
大型車の２割コンクリートミキサー車
大型車又はトレーラーの３割タンク車 (石油製品輸送車）
大型車又はトレーラーの４割タンク車（化成品輸送車）
大型車又はトレーラーの５割タンク車（高圧ガス輸送車）

【附帯業務料】 附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費として収受

Ⅶ 利用運送手数料 運賃の10％を当該運賃とは別に収受

Ⅷ 有料道路利用料 有料道路を利用した区間の料金を別に定めるところに
より収受

Ⅹ 燃料サーチャージ
1.算出方法

トレーラー
（20tクラス）

大型車
（10tクラス）

中型車
（4tクラス）

小型車
（2tクラス）種 別

2,2201,8901,7601,68030分を超える場合において30分
までごとに発生する金額

2,6702,2702,1102,010
Ⅳに定める積込料・取卸料の適
用時間と併せて２時間を超える場
合において30分までごとに発生す
る金額

トレーラー
(20tクラス)

大型車
(10tクラス)

中型車
(4tクラス)

小型車
(2tクラス)種 別

2,7502,3402,1802,080
フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合30分までごとに発生

する金額
2,6502,2602,1002,000手摘みの場合

3,3002,8102,6102,490
フォークリフト又はト
ラック搭載型クレー
ンを使用した場合

Ⅴに定める待機時間
料の適用時間と併せ
て２時間を超える場
合において30分まで
ごとに発生する金額

3,1802,7102,5202,400手摘みの場合

120.00円基準価格

5.00円改定の刻み幅

改定の刻み幅5.00円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、
翌月から改定。改定条件

軽油価格が120.00円/Lを下回った時点で、翌月から廃止廃止条件

走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価格上
昇額(円/L)距離制運賃計算式

平均走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価
格上昇額(円/L)時間制運賃

1個又は1重量あたりの運賃の算出にあたって用いた距離制運
賃又は時間制運賃の計算式に準ずる個建運賃

※標準的な運賃の設定に係る原価計算においては、燃料費を120.00円/Lとして
設定していることから、燃料サーチャージの基準価格も120.00円/L として設定してい
る。各運送事業者が燃料サーチャージを導入する際は、「トラック運送業における燃料
サーチャージ緊急ガイドライン」(平成24年5月16日最終改定)も参考にしつつ、当該
運送事業者が自社の運賃の設定に係る原価計算において基準とした燃料費を燃料
サーチャージの基準価格として設定することが望ましい。
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（単位：円）

（単位：円）



2.燃料サーチャージの改訂条件と算出上の燃料価格上昇額テーブル
燃料サーチャージ算出上

の燃料価格上昇額
燃料サーチャージ

算出上の代表価格調達している軽油価格

－120.00円基準価格
廃止～ 120.00円/L

2.50円/L122.50円/L120.00超 ～ 125.00円/L
7.50円/L127.50円/L125.00超 ～ 130.00円/L
12.50円/L132.50円/L130.00超 ～ 135.00円/L
17.50円/L137.50円/L135.00超 ～ 140.00円/L
22.50円/L142.50円/L140.00超 ～ 145.00円/L
27.50円/L147.50円/L145.00超 ～ 150.00円/L
32.50円/L152.50円/L150.00超 ～ 155.00円/L
37.50円/L157.50円/L155.00超 ～ 160.00円/L
42.50円/L162.50円/L160.00超 ～ 165.00円/L
47.50円/L167.50円/L165.00超 ～ 170.00円/L
52.50円/L172.50円/L170.00超 ～ 175.00円/L
57.50円/L177.50円/L175.00超 ～ 180.00円/L
62.50円/L182.50円/L180.00超 ～ 185.00円/L
67.50円/L187.50円/L185.00超 ～ 190.00円/L
72.50円/L192.50円/L190.00超 ～ 195.00円/L
77.50円/L197.50円/L195.00超 ～ 200.00円/L
82.50円/L202.50円/L200.00超 ～ 205.00円/L

3.サーチャージ額算出のための車両燃費
(○○は、各運送事業において設定)

燃費車種
○○km/L小型車（2tクラス）
○○km/L中型車（4tクラス）
○○km/L大型車（10tクラス）
○○km/Lトレーラー（20tクラス）

4.時間制運賃の場合のサーチャージ額算出のための条件
(平均走行距離)

4時間制8時間制車種
50km100km小型車（2tクラス）
60km130km中型車（4tクラス）
60km130km大型車（10tクラス）
60km130kmトレーラー（20tクラス）

5.端数処理 端数処理として、円単位に少数を切り上げる。

Ⅺその他
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
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運賃原価の内訳
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標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)
（１）荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービス内容の明確化

適正に収受できる環境を整備！！ 長時間の荷待ち

契約にない付帯業務

・約款上の業務区分の明確化

・契約 にない取卸し等を含め、積込料・取卸料を収受する旨を明記（第６１条）
232
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（２）契約の書面化・電子化

・個々の案件の運送条件や契約に含まれる
業務内容を明確化（第６条、第７条）

運賃、料金、附帯業務等を記載した
書面（電磁的方法を含む）を交付
(運送申込書／引受書)することとする 改正

標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)

233

附帯業務やその料金、燃料サーチャージ等については書面化・電子化さ れていない場合が多く、
適正な運賃・料金の収受が困難となっている状況
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（３）下請構造の可視化

・利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う
実運送事業者の商号・名称等を荷主に通知（第１７条第１項）

・利用運送に係る費用は 「利用運送手数料」として、運賃・料金とは別途収受する旨新たに明記
（第１７条第２項）

中小零細事業者を中心として、下請構造における 自社の階層を把握していないトラック運送
事業者が多く存在

荷主も自らの貨物が 実際どのトラック運送事業者によって運送されているのか把握していないと
いった事態が存在

標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)
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（４）その他
・中止手数料の請求を開始できるタイミング及び中止手数料の金額について見直し（第３８条）

・運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化（第３２条第４項）

・燃料サーチャージの設定について明記（第３２条第２項）

・賃金水準、物価変動に当たっての運賃料金改定協議について明記（第３２条第３項）

※改正貨物自動車運送事業法第１１条においても規定（令和６年４月１日施行）

当日前日２日前～３日前

運賃料金等の50％
以内

運賃料金等の30％
以内

運賃料金等の20％
以内

なし

当日前日～２日前
普通：3,500円
小型：2,500円なしなし

標準運送約款改正関係(主な改正ポイント)



燃料サーチャージとは、燃料等の価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての
運賃として設定する制度

110

115

120

125

130

135

燃料サーチャージが
適用される価格帯

燃料サーチャージが
適用されない価格帯

新標準的な
運賃による軽
油基準額
120円/ℓ
それを上回る
場合燃料
サーチャージ
必要

・距離別運賃（大型車、中国運輸局管内）
・走行距離：840km(東京～広島間)
＜標準的な運賃：248,920円＞
・燃費：3.3km/ℓ
・燃料上昇額20円上昇→算出上の燃料価格上限額17.5円

走行距離(km) 燃費(km/ℓ)÷ × 算出上の燃料価格上昇額(円/ℓ)

＝ 840(km) 3.3(km) 17.5(円/km)

＝ 4,455円 236

その他運賃・料金・割増等について
燃料サーチャージ



関係指標（月あたり賃金の推移）

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査より

一般労働者の月あたり賃金は、過去約10年で月あたり約２万円増。
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関係指標（学歴別初任給推移）

厚生労働省 令和6年3月 新規学校卒業者の求人初任給調査結果より

学卒求人の初任給は、過去10年で大卒が約1.4万、高卒では月あたり約2.3万円増。

(千円)
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関係指標（トラック車両台数推移）
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R4R3R2R1H30
13,21113,46013,65713,83014,015平ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾗｯｸ（中国）

71,79571,93771,78771,62670,471営業ﾄﾗｯｸ中国計

195,581198,957202,484205,244207,566平ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾗｯｸ（全国）

1,173,3991,175,1641,172,2991,165,6531,147,591営業ﾄﾗｯｸ全国計

193,000

195,000
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トラック台数推移（全国）

営業ﾄﾗｯｸ全国計 平ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾗｯｸ（全国）

13,000

13,200

13,400

13,600

13,800

14,000

14,200

70,000

70,500

71,000

71,500

72,000

72,500

H30 R1 R2 R3 R4

トラック台数推移（中国）

営業ﾄﾗｯｸ中国計 平ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾗｯｸ（中国）

国土交通省中国運輸局自動車交通部貨物課作成

トラック台数は増加傾向から前年比減の変化、平ボディトラック台数は継続して減少しています。
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（R5.11)

・労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針
・発注者及び受注者が採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として取りまとめ。
・独占禁止法及び下請け代金法に基づき厳正に対処することを明記

発注者として採るべき行動／求められる行動
【行動①：本社（経営トップ）の関与】 【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】
【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】※ 【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】
【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】 【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】

・急激な物価高騰を乗り越え持続的な構造的賃上げを実現するためには、雇用の７割を占める中
小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが必要
→令和5年11月29日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための
価格交渉に関する指針」を策定

本指針の性格

【行動①：相談窓口の活用】 【行動②：根拠とする資料】※ 
【行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】【行動③：値上げ要請のタイミング】

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動
【行動①：定期的なコミュニケーション】 【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】

※価格交渉において、発注者が労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を求める場合や、受注者が労
務費の上昇傾向を示す根拠資料の例として、「標準的な運賃」が明記されている。

受注者として採るべき行動／求められる行動

【参考】公正取引委員会ＨＰ https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html 241



令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的
地位の濫用事案の処理状況について
公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、「物流特殊指定」の遵守状況・

荷主と物流事業者との取引状況把握のため調査を継続的に実施。更に令和5年度は、優越的地位の濫用につながるおそれがあるとして、
17件※に注意を実施。（※協同組合(3件)、道路貨物運送業(2件)、食料品製造業(2件)、プラスチック製品製造業(2件)、金属製品製造業(2件) など。）

①注意喚起文書を送付した荷主の業種別内訳

②注意喚起文書を送付した荷主の行為類型別内訳

③独占禁止法上の問題につながるおそれのある主な事例
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（１）不当な給付内容の変更及びやり直し

・荷主Ａは、物流事業者に対し、定期便として発注した運送業務を集配送当日にキャンセルしたが、そのような突然のキャンセルに伴い物
流事業者が負担した車両の手配に要した費用を支払わなかった。（飲食料品卸売業）

・荷主Ｂは、物流事業者に対し、自組合の選果場から自組合の小売店舗までの農作物の運送を委託しているところ、当該物流事業者との
間であらかじめ取り決めていた出発時間について、選果場における突然の設備故障のため一方的に遅らせる変更をしたが、その変更に
伴い物流事業者が負担した追加費用（待機中の運転手の人件費等）を支払わなかった。（協同組合）

・荷主Ｃは、物流事業者との間で、積込時間を朝からと取り決めていたにもかかわらず、実際には自社の都合で、到着時間を変更しない
まま積込時間を昼からに変更したが、その変更に伴い物流事業者が負担した追加費用（待機中の運転手の人件費、到着時刻に間に合
わせるために利用した高速道路通行料等）を支払わなかった。（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）
（２）代金の支払遅延

・荷主Ｄは、物流事業者に対し、自社の事務処理が間に合わないことを理由に、あらかじめ定めた支払期日を超過して運賃を支払った。
（飲食料品小売業）

・荷主Ｅは、物流事業者に対し、自社の担当者が経理部門に請求書の回付を失念していたことを理由に、あらかじめ定めた支払期日を超
過して運賃を支払った。（総合工事業）
（３）買いたたき

・荷主Ｆは、物流事業者から、それまで無償で提供させていた附帯業務の料金が上乗せされた見積書を受け取ったにもかかわらず、理由
を一切説明することなく、運賃を一方的に据え置いた。（機械器具卸売業）

・荷主Ｇは、物流事業者に対し、自社工場から自社が運営する飲食店舗までの食材等の運送を委託しているところ、労務費等のコスト上
昇局面にあることを認識しながら、物流事業者から、運賃の引上げを要請されなかったため、労務費等のコスト上昇分の反映の必要性に
ついて、価格交渉の場において明示的に協議することなく運賃を据え置いた。（飲食店）

・荷主Ｈは、物流事業者に対し、自社の電子部品の保管を委託しているところ、労務費等のコスト上昇局面にあることを認識しながら、物
流事業者から保管料の引上げを要請されなかったため、エネルギーコスト等のコスト上昇分の反映の必要性について、価格交渉の場に
おいて明示的に協議することなく保管料を据え置いた。（機械器具卸売業）
（４）不当な経済上の利益の提供要請

・荷主Ｉは、物流事業者に対し、契約では、運送の委託しかしていないにもかかわらず、運送した荷物の荷卸し、検品及び棚入れを無償で
行わせた。（その他の卸売業）

・荷主Ｊは、物流事業者に対し、自社工場で用いる機械部品を海外事業者から購入するに当たり、当該部品の荷揚げ港から自社工場まで
の運送を委託しているところ、当該運送業務に附帯して輸入通関業務を委託する際の関税・消費税の納付を立て替えさせた。（生産用機
械器具製造業）
（５）代金の減額
・荷主Ｋは、物流事業者に対し、理由を一切説明することなく、あらかじめ定めた運賃を一方的に減額して支払った。（物品賃貸業）
・荷主Ｌは、物流事業者に対し、「値引き」と称して、あらかじめ定めた運賃を一方的に減額して支払った。（生産用機械器具製造業）
（６）割引困難な手形の交付
・荷主Ｍは、物流事業者に対し、運賃として手形期間150日の約束手形を交付した。（機械器具卸売業）



悪質なトラック運送事業者対策について
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